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【研究要旨】 

本研究は、平成 22 年１月から平成 27 年 3 月までに支給決定された精神障害の労災認定事

案のうち、長時間労働が心理的負荷に大きく関わるケースを対象に、その事案特性に関する集

計と、調査復命書等の記述内容の分析を行うものである。まず、認定事実をもとに、長時間労

働が心理的負荷に大きく関わる「長時間労働関連事案」の特徴を把握するための基礎集計を

行った。生存事案で 302 件、自殺事案で 120 件、合計 422 件がこれに該当する（発病時年齢

59 歳以下、正社員、従業員規模 10 人以上事業場の事案において集計）。全体に占める長時

間労働関連事案の割合は、生存事案において40.0%、自殺事案において66.3%である。長時間

労働関連事案の内訳について、生存・自殺事案を比較すると、生存事案では、自殺事案と比

べ、勤続年数の短い事案、勤め先経験数の多い事案の割合が高い。業種や職種においても、

生存事案と自殺事案では分布の特徴が異なるなど、被災者属性に相違が見られる。 

次に、長時間労働関連事案のうち生存事案について、長時間労働の環境下で、当事者に

おけるどのような認識・社会関係の下で精神障害発病がもたらされるのか、業務負荷に関する

当事者の認識と事案経過に着目することで検討した。方法は、調査復命書等の記述内容に基

づき、被災者の申述からうかがえる業務負荷の認識と、周囲（職場の上司・同僚等）の事実認識

との比較対照から、事案を類型的に把握するものである。発病時年齢 50 代の長時間労働関

連・生存事案 43 件を見ると、事案からは、「ムリが限界に」「業務・環境への適応」「厳しすぎる指

導」「過度の追及」「不当な扱い」という類型が立ち上がる。長時間労働下での精神障害発病プ

ロセスにおいては、被災者の負荷認識に関していくつかの特徴的な形があることがうかがえる。

労働者の精神的健康を著しく阻害しうる長時間労働の是正が求められる。 
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Ａ．目的

精神障害の労災認定件数は、2012 年度以

降、年間 500 件前後で推移している。うち、自

殺の件数も年に 80～100 件程度存在する。精

神障害の労災請求件数は増加傾向を続けて

おり、2009 年度には年 1,000 件を超え、2018

年度は 1,820 件にのぼる。こうした精神障害に

よる労災請求・認定の数字は、現代日本の労

働環境、職場風土に大きな問題があることを

指し示していよう。何が過重な業務負荷となり、

精神障害の発病にいたったのか。詳細な実態

解明と、予防策の考案が求められている。 

過労死等防止にあたって真っ先に是正す

べき問題は長時間労働であろう。労働時間に

関しては、2019年以降施行の働き方改革関連

法で、時間外労働の上限が法制化され、違反

企業には罰則も課せられるようになった。時間

外労働の上限は、原則として月 45 時間・年

360 時間とし、臨時的な特別の事情がなけれ

ばこれを超えることはできないとされる。また、

臨時的な特別の事情があり労使が合意する場

合でも、時間外労働は年 720 時間以内、時間

外労働と休日労働の合計で、月 100 時間未満、

2～6 か月平均 80 時間以内とすることが求めら

れるようになった。いまや、過労死等を引き起

こしうる水準の長時間労働は法違反とされるよ

うになったのである。 
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身体的健康のみならず精神的健康に対し

ても、長時間労働は、その毀損に関わる大きな

要因とされる。例えば、労働時間や睡眠時間と

抑うつとの関係は、既存研究でも確認されてき

た。精神障害の労災認定基準において、長時

間労働は、発症直前における極度の長時間

労働、特定の出来事をきっかけとした労働時

間の大幅な増加、恒常的な長時間労働など、

様々な観点から評価要素とされ、労災認定に

あたって考慮すべき重要な指標となっている。 

もっとも、労災となりうる業務上の負荷要因

は、長時間労働ばかりではなく、事故や災害

の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生、役

割・地位の変化、対人関係、セクシュアルハラ

スメントなど、多岐にわたる。そうした出来事自

体が強い心理的負荷となり精神障害を引き起

こした場合、各出来事の事実認定と心理的負

荷の強度評価に基づいて、認定基準を満たす

か否かが判断される。加えて、そうした出来事

の処理に多大な労力（労働時間）がかかったこ

とが強い心理的負荷を生じさせる場合もある

（例えば、過重なノルマを課されて長時間労働

になった場合や、長時間労働が続く中で事故

を起こした場合など）。そうしたケースでは、長

時間労働の存在を無視しては負荷の程度を

測ることはできない。この例のように、長時間労

働は、それ単独で健康阻害要因となるばかり

でなく、特定の出来事と密接に関連しながら強

い心理的負荷となる場合がある。こうしたケー

スを含めると、長時間労働が心理的負荷に大

きく関わる事案は、精神障害の労災認定事案

の中で相当なウェイトを占めていると考えられ

る。精神障害に対する長時間労働の影響を検

証し、労働環境改善につなげるためには、こう

した長時間労働が関連するケースを明確に対

象化し、研究する必要がある。 

まずは、長時間労働が心理的負荷に大きく

関わる事案（本稿では「長時間労働関連事案」

という）がどのくらいあるのか、事案総数の中で

どのくらいのウェイトを占めているのか、確認す

ることが研究の出発点となる。同時に、長時間

労働関連事案の事案特性を明らかにするため

属性分布を検討することも重要である。長時間

労働がもとで精神障害を発病するケースは、ど

のような人に多いのか。例えば、年齢層、業

種・職種、勤続年数にどのような特徴があるの

か。予防策の考案のためには、属性との関係

を整理し、被災者像を把握することが求められ

る。なお、その際、生存事案と自殺事案の違い

を見る必要性もあるだろう。自殺事案について

は、一定の先行研究の蓄積があり（川人 2014、

熊沢 2018 等）、被災事例と労働環境の問題に

言及されているが、生存事案については未知

の部分が多い。生存・自殺事案を比較対照す

ることで、精神障害に係る長時間労働関連事

案の全体像に対し、より正確な理解につなが

ろう。 

さらに、なぜ長時間労働下で精神障害が引

き起こされるのか、当事者の認識や社会関係

におりた詳細な検討も必要である。長時間労

働・過重労働のような外形的な労働条件・状況

とストレス反応については、疫学的なストレスモ

デル等に基づき、実証的に検討されてきた。

例えば、仕事の要求度の高さ、コントロール

（裁量性）の乏しさ、周囲によるサポートの乏し

さ、努力水準に比した報酬の少なさなどが、高

ストレス状況に関わることが計量的に検証され

ている（堤 2006 による整理を参照）。 

ただ、労災認定の精神障害事案において、

これらの職務ストレス要因・概念モデルで事象

を十分説明できるかは、検討の余地が残され

ていよう。この点、社会学的研究においては、

客観的な条件が機械的にストレス反応や精神

障害をもたらすというより、その過程に、当事者

の主観的な認識や、精神障害と位置づけられ

る社会関係的背景が関わる点を重視する

（Wainwright and Calnan 2002、Weitz2013、

Cockerham2017 参照）。例えば、長時間労働

が認められる事案においても、外形的な労働

条件のみでは、精神障害発病は十分説明でき

ないと考えられる。 

このように、精神障害の発病過程を分析す

るには、客観的な条件・状況と結果（発病事実）

との関連を見るだけではなく、条件・状況が発

病をもたらすプロセスにある、当事者の主観的

な認識過程、当事者間の社会関係にも目を向

けることが必要と考え、検討を行う。 

その考察のためには、ひとつには、被災者

の主観的な負荷認識に着目することが有用だ

ろう。もちろん、本人が意識しないのに症状が

出るなど、発病プロセスにおいて心理的負荷

が意識されるとは限らない。ただ、主観的な負

荷認識を把握することで、労働条件と発病との

間の「ブラックボックス」の解明に一定の寄与を

することが可能となる。合わせて、被災者が、

精神障害ではないかとして自身を認識する（あ
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精神障害ではないかとして自身を認識する（あ

 

るいは周囲から認識される）過程での背景状

況を整理することも重要である。その考察は、

事案の経過を読み解くことで一定程度可能と

なる。 

本研究では、生存事案を対象に、上記の観

点から、長時間労働下での精神障害の発病プ

ロセスを検討する。こうした研究は、既存の負

荷概念・モデルの再検討、あるいは再構築に

もつながりうるものと考えられる。 

 

Ｂ．方法

1. 分析対象

過労死等データベース（平成 22 年 1 月から

平成 27 年 3 月までの間に支給決定された事

案の情報をデータベース化したもの）を用いて

抽出された精神障害に係る業務上認定事案

を対象とする。今年度の研究では、そのうち、

長時間労働が心理的負荷に大きく関わる「長

時間労働関連事案」を、調査復命書に記載の

認定事実（発病前 6 か月間に起きた精神障害

の発病に関与したと考えられる業務による出

来事、心理的負荷の強度）をもとに抽出し、対

象とする。なお、本研究は、職場管理やキャリ

ア段階の観点から検討を行う目的のため、発

病時年齢が 59 歳以下で、雇用形態が正社員

であり、勤務先の従業員規模 10 人以上の者

に対象を限定している。従業員規模で対象を

限定した理由は、従業員 10 人以上の事業場

には労働基準法において就業規則の作成義

務があることや、従業員 10 人未満の、商業、

映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事

業（特例事業）においては、法定労働時間が

週 40 時間ではなく、週 44 時間に緩和されて

いるなど、組織形態・労働基準の面で相違が

見られるからである。 

「長時間労働関連事案」については、以下

の方法で対象を選定する。 

精神障害の労災認定において、労働時間

の心理的負荷に及ぼす影響はいくつかの観

点から評価されている。具体的には、次の 3 つ

の観点から、発病前おおむね 6 か月の間の時

間外労働時間数が認定判断の考慮要素とさ

れる（厚生労働省「「心理的負荷による精神障

害の認定基準」（平成 23 年 12 月）、以下「認

定基準」という）。すなわち、a. 特別な出来事

「極度の長時間労働」への該当、b. 特別な出

来事以外の出来事の類型③「仕事の量・質」

（具体的出来事 15～17）該当可否における労

働時間の考慮、c. 「恒常的長時間労働」に基

づく総合評価である。本稿でも、この 3 つの認

定事実に基づき「長時間労働関連事案」を定

義し、対象を抽出する（表１参照）。以下で各

基準の概要を説明しよう。 

 
a. 「極度の長時間労働」該当事案 

まず、特別な出来事「極度の長時間労働」

に該当する事案である。ここでは、「発病直前

の 1 か月におおむね 160 時間を超えるような、

又はこれに満たない期間にこれと同程度の

（例えば 3 週間におおむね 120 時間以上の）

時間外労働を行った」ことを基準として、強い
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b. 「仕事の量・質」で「強」認定の事案 
次に、具体的出来事の出来事類型③「仕事

の量・質」（具体的出来事 15～17）で心理的負
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心理的負荷が「強」になりうるのは、「仕事内

容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来

事があった」（具体的出来事 15）、「1か月に 80

時間以上の時間外労働を行った」（具体的出

来事 16）、「2 週間以上にわたって連続勤務を

行った」（具体的出来事 17）である。この出来

事類型③「仕事の量・質」には、他にも、「勤務

形態に変化があった（具体的出来事 18）」「仕

事のペース、活動の変化があった（具体的出
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働が密接に関連している。 

まず、「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を

生じさせる出来事があった」（具体的出来事 15）

において、その心理的負荷が「強」とされる場

合は、「仕事量が著しく増加して時間外労働も

大幅に増える（倍以上に増加し、1 月当たりお

おむね 100 時間以上となる）などの状況になり、

その後の業務に多大な労力を費やした（休憩・

休日を確保するのが困難なほどの状態となっ
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た等を含む）」と例示される。この例にあるよう

に、当項目は、労働時間の長さの変化の観点

から仕事内容・仕事量の変化を評価するものと

いえる。そして、「強」事案は、1 月当たりおお

むね 100時間以上の時間外労働が認められる

ものであることから、本稿で「長時間労働関連

事案」のひとつとして扱うこととした。 

なお、同出来事の認定基準では、「過去に

経験したことがない仕事内容に変更となり、常

時緊張を強いられる状態となった」場合にも心

理的負荷が「強」と認定される。これは、仕事の

質の面から大きな変化を捉えるものであり、労

働時間の長さが負荷評価の際に必ずしも考慮

されるわけではない。対象とする事案の中には、

この基準に基づき「強」と認定されている事案

がごく少数ながら存在するが、こうした例は、

（時間外労働時間数の調査がされていない等

もあり）本稿の「長時間労働関連事案」の対象

として扱わない。 

次に、「1 か月に 80 時間以上の時間外労働

を行った」（具体的出来事 16）において、その

心理的負荷が「強」とされる場合は、「発症直

前の連続した 2か月間に、1月当たりおおむね

120 時間以上の時間外労働を行い、その業務

内容が通常その程度の労働時間を要するもの

であった」「発症直前の連続した 3 か月間に、1

月当たりおおむね 100 時間以上の時間外労

働を行い、その業務内容が通常その程度の労

働時間を要するものであった」と例示される。こ

れは長い労働時間それ自体を、強い心理的

負荷にかかわるものとして評価するものであり、

本稿で「長時間労働関連事案」のひとつとして

扱うこととする。 

次に、「2週間以上にわたって連続勤務を行

った」（具体的出来事 17）において、その心理

的負荷が「強」とされる場合は、「1 か月以上に

わたって連続勤務を行った」「2 週間（12 日）以

上にわたって連続勤務を行い、その間、連日、

深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った」と例

示される。連続勤務それ自体は、労働時間

（時間外労働）の長さが直接の評価要素では

ないが、心理的負荷の強度が「強」となるのは、

1 か月以上にわたる連続勤務の場合等であり、

その場合、労働時間も極めて長いのが通例で

あることから、本稿で「長時間労働関連事案」

に含めて扱うこととする。 

 

c. 恒常的長時間労働が認められる事案 
最後に、恒常的長時間労働が認められる場

合の総合評価によって負荷強度が「強」と認定

された事案である。認定基準では、「出来事に

対処するために生じた長時間労働は、心身の

疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させ

る要因となることや、長時間労働が続く中で発

生した出来事の心理的負荷はより強くなること

から、出来事自体の心理的負荷と恒常的な長

時間労働（月 100時間程度となる時間外労働）

を関連させて総合評価を行う」「具体的には、

「中」程度と判断される出来事の後に恒常的な

長時間労働が認められる場合等には、心理的

負荷の総合評価を「強」とする」と記載される。

つまり、出来事単独での評価は「強」に至らな

くても、出来事前後の長時間労働が認められ

る場合に、評価が「強」に修正されるのである。

事案を見ると、例えば、「転勤を機に長時間労

働になった」「長時間労働が続く中で、上司か

ら叱責を受けた」「顧客からのクレームを受け、

その処理のため長時間労働になった」「長時

間労働が続く中で事故を起こした」などのケー

スが散見される。このような場合、各出来事単

独での負荷評価は「強」に該当しない場合でも、

出来事前後の恒常的時間外労働を考慮して

「強」と認定（出来事の負荷強度評価の修正、

あるいは複数の出来事の総合評価の際に考

慮されて決定）されたケースが多く見られる。こ

うした事案は、各出来事自体の心理的負荷も

さることながら、「特定の出来事（転勤、クレー

ム等）による長時間労働化」、「特定の出来事

（叱責や事故等）が起こった背景にある長時間

労働」が心理的負荷の強度に大きくかかわるも

のであり、「長時間労働関連事案」として扱うこ

とに妥当性がある。 

なお、そうした点から見ると、出来事単体の

評価で「強」と認定されている事案（負荷評価

の際、恒常的長時間労働が考慮されていない

事案）は、その出来事が長時間労働と関わりな

く精神障害を引き起こしたものと推測できること

から、「長時間労働関連事案」とは言い難い。

そのため、それが時間外労働の長い事案か否

かを問わず、本稿の「長時間労働関連事案」

には含めないこととした。もっとも、そうした事案

でも、「極度の長時間労働」への該当や、「仕

事の量・質の変化」（具体的出来事 15～17）で

「強」認定項目がある場合は対象に含める。 
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以上、本稿では、上記 a, b, c のいずれかの

条件にあてはまる事案を「長時間労働関連事

案」と定義し、分析対象とした。 

 

2. 分析方法

（１）長時間労働関連事案に関する基礎集計 

まず、上記の基準から抽出した「長時間労

働関連事案」はどのくらいあるのか、労災認定

事案全体の中でどのくらいのウェイトを占めて

いるのか、どのような人において多く存在する

のかといった点を検証するため、「長時間労働

関連事案」の基礎集計を行う。集計において

は、生存・自殺の事案種別、年齢層別の数値

の集計もあわせて行う。 

次に、「長時間労働関連事案」の特徴を描く

ため、属性との関係から集計を行う。特に、性

別、年齢、業種、職種、決定時疾患名のほか、

勤め先経験数、勤続年数との関係に着目して

集計する。その際、生存・自殺別に、年齢層別

に分けて算出し、比較の観点から、生存事案・

自殺事案の特徴、各年齢層の事案の特徴を

把握する。 

次に、長時間労働関連事案における、認定

事実との関係での内訳を整理する。これも、生

存・自殺事案種別、発病時年齢層別に、「極

度の長時間労働」該当事案、「仕事の量・質」

の負荷強度が「強」の事案、恒常的長時間労

働によって負荷強度が「強」と認定された事案

の件数について集計を行う。あわせて、恒常

的長時間労働がかかわる事案については、ど

のような具体的出来事が多く認定されているか

を、事案種別・発病時年齢層別に集計し、特

徴を検討する。 

 
（２）業務負荷認識と事案経過に関する記述内

容分析 
次に、長時間労働関連事案のうち生存事案

について、被災者の申述、周囲の人々（職場

の上司・同僚等）の聴取結果等に基づき、精

神障害の発病に関わる業務負荷の認識と事

案の経過について詳細な検討を行う。具体的

には、調査復命書・付属関連資料の記述内容

に基づき、まず、被災者の申述内容から、被災

者における業務負荷の認識を把握する。同時

に、同じ過程について、周囲の人々（職場の

上司・同僚等）がどのような事実認識をもって

いたのかを確認し、被災者の認識と照らし合わ

せる。さらには、被災者に表れた体調変化（兆

候・症状）と医療機関受診までの経過、発病前

後における勤め先との関係（休職、退職等）に

ついても、資料から可能な限り情報をすくい上

げ、事案の状況を整理する。 

こうした方法から、長時間労働下で、当事者

がどのような心理的負荷を感じることから精神

障害発病に至ったのか、どのような社会関係

の下で精神障害という位置づけにいたったの

かを総合的に分析する。 

本稿の分析では、まず、発病時年齢 50 代・

生存事案の長時間労働関連事案43件（全数）

を対象に、事案間の共通性を探索し、類型的

把握を試みる。そして、他の年齢層での適用

可能性を検討し、若年層（発病時年齢 30 代以

下）の生存事案との比較から、年齢層による事

案の特徴を検討する。 

 

Ｃ．結果

1. 長時間労働関連事案の集計

まず、認定事実（発病に関わるものと認定さ

れた出来事と、その心理的負荷の強度）をもと

に、長時間労働が心理的負荷に大きく関わる

「長時間労働関連事案」の特徴を把握した（表

2）。生存事案で 302 件、自殺事案で 120 件、

合計 422 件がこれに該当する。 

全体に占める長時間労働関連事案の割合

を見ると、生存事案では 40.0%、自殺事案では

66.3%がこれに該当する。全体に占める長時間

労働関連事案の割合は、自殺事案において、

生存事案よりも高いといえる。 

また、年齢層による特徴を見ると、生存・自

殺計の長時間労働関連事案の件数では 30 代

が 153 件と最も多い。全体に占める長時間労

働関連事案の割合は、20 代以下で 37.2%と相

対的にやや低いものの、ほかの年齢層では

40％代後半の割合を占めており、年齢層によ

る相違は小さい。自殺事案に限って見ると、40

代（70.2%）、50 代（75.0%）において、30 代以下

（60％程度）と比べて、全体に占める長時間労

働時間の割合が高いという特徴が見られる。 

長時間労働関連事案の年齢層分布を、生

存・自殺事案で比較すると（掲表は省略）、生

存事案では、20代以下 17.5%、30代 40.1%、40

代 28.1%、50 代 14.2%のように分布しており、自

殺事案では、20代以下 17.5%、30代 26.7%、40

代 33.3%、50 代 22.5%と分布している。生存事
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案で 30代事案の占める割合がやや高く、自殺

事案で 40～50 代の占める割合がやや高いと

いう特徴が見られる。 

 

2. 基本属性別の内訳

長時間労働関連事案の内訳について、年

齢層別、事案の種別（生存・自殺事案別）に、

性別、業種、職種、勤め先経験数、勤続年数

の基本属性の特徴を集計した（表 3-1）。 

まず、生存事案と自殺事案を比較したときに、

特徴の違いが大きいことがうかがえる。性別で

見ると、生存事案では女性が 16.6％含まれる

が、自殺事案ではほぼすべてが男性である。 

業種で見ると、「製造業」「卸売業・小売業」

で件数が多いことは、生存事案・自殺事案で

共通しているが、相違もある。生存事案（年齢

計）では、「運輸業、郵便業」（15.9%）、「宿泊業、

飲食サービス業」（10.6%）の占める割合が相対

的に高く、自殺事案では、「製造業」（24.2%）、

「建設業」(12.5%)の占める割合が相対的に高

い。 

職種で見ると、「専門的・技術的職業従事者」

の占める割合が最も高い点は生存事案・自殺

事案で共通しているものの、生存事案では「事

務従事者」（21.9%）、「サービス職業従事者」

（12.3%）の占める割合が相対的に高いのに対

し、自殺事案では「専門的・技術的職業従事

者」（39.2%）、「管理的職業従事者」（19.2%）の

占める割合が相対的に高いという特徴が見ら

れる。なお、「管理的職業従事者」の割合は、

50 代に限って見るといっそう顕著な違いが見

られる、生存事案では 16.3%であるのに対し、

自殺事案では 55.6%を占める。 

勤め先経験数を見ると、生存事案と自殺事

案では顕著な違いが見られる。年齢計で見る

と、「1 社のみ」の占める割合は生存事案で

28.5%であるのに対し、自殺事案では 60.0%で

ある。生存事案では「3社以上」の割合が56.0%

と、自殺事案に比べて大きな割合を占めてい

る。事案の年齢構成の違いを考慮し、40 代、

あるいは 50 代事案における勤め先経験数を

比較しても、生存事案では、自殺事案に比べ

て「1 社のみ」の割合が低く、「3 社以上」の割

合が高い傾向に変わりはない。 

勤続年数の結果にも、整合する傾向が見ら

れる。年齢計で見ると、生存事案では「1～3 年

目」（38.4%）、「4～9 年目」（31.5%）の占める割

合が、自殺事案と比べて高く、自殺事案では

「20 年以上」（33.3%）の割合が相対的に高い。

40 代、50 代の事案に限って見ても、生存事案

では「1～3 年目」「4～9 年目」の割合が高いと

いう傾向が顕著である。 

決定時疾患名に関する集計は、年齢計のも

のを表 3－2 に示した。生存事案、自殺事案と

も、「うつ病エピソード」の割合が高いことが共

通している。生存事案で 55.6%、自殺事案で

79.2%が「うつ病エピソード」である。生存事案

ではほかに「適応障害」の割合も高いが

（23.5%）、自殺事案では該当が少ない（3.3%）。 

 

3. 認定事実別の内訳

次に、認定事実別の内訳を見る（表 4）。特

別な出来事「極度の長時間労働」の占める割

合は、年齢計で見ると、生存事案で 21.5%、自

殺事案で 28.3%である。「仕事の量・質」の負荷

強度が「強」とされた事案の割合は、生存事案

で 54.0%、自殺事案で 47.5%である。恒常的長

時間労働によって負荷強度が「強」とされた事

案の割合は、生存事案で 27.2%、自殺事案で

26.7%である。生存・自殺の事案種別、年齢層

による違いを見ると、生存事案では、自殺事案

に比べて、各年齢層とも「1 か月に 80 時間以

上の時間外労働を行った」で認定されている

割合が高いのに対し、自殺事案では、生存事

案に比べて、若年層（39 歳以下）において「仕

事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる

出来事があった」の占める割合が高く、壮年層

（40～59 歳）において「極度の長時間労働」の

占める割合が高いという傾向が見られる。 

 
4. 恒常的長時間労働によって負荷強度が

「強」とされた事案の認定事実内訳

恒常的長時間労働によって負荷強度が「強」

とされた事案（114 件）において、どのような具

体的出来事が心理的負荷に関わる事実と認

定されているのかを検討した（表 5）。この表で

は、年齢層ごとに、該当する事案数が多い出

来事（恒常的長時間労働事案のうち 10％以上

の事案で認定された出来事）のみ掲載してい

る。 

年齢計で見ると、生存事案では、「上司との

トラブルがあった」（24件）、「（ひどい）嫌がらせ

や、いじめ、又は暴行を受けた」（13 件）、「配

置転換があった」（11 件）などが認定事実とし

て多く挙げられる。自殺事案においては、「上

160



 

案で 30代事案の占める割合がやや高く、自殺

事案で 40～50 代の占める割合がやや高いと

いう特徴が見られる。 

 

2. 基本属性別の内訳

長時間労働関連事案の内訳について、年

齢層別、事案の種別（生存・自殺事案別）に、

性別、業種、職種、勤め先経験数、勤続年数

の基本属性の特徴を集計した（表 3-1）。 

まず、生存事案と自殺事案を比較したときに、

特徴の違いが大きいことがうかがえる。性別で

見ると、生存事案では女性が 16.6％含まれる

が、自殺事案ではほぼすべてが男性である。 

業種で見ると、「製造業」「卸売業・小売業」

で件数が多いことは、生存事案・自殺事案で

共通しているが、相違もある。生存事案（年齢

計）では、「運輸業、郵便業」（15.9%）、「宿泊業、

飲食サービス業」（10.6%）の占める割合が相対

的に高く、自殺事案では、「製造業」（24.2%）、

「建設業」(12.5%)の占める割合が相対的に高

い。 

職種で見ると、「専門的・技術的職業従事者」

の占める割合が最も高い点は生存事案・自殺

事案で共通しているものの、生存事案では「事

務従事者」（21.9%）、「サービス職業従事者」

（12.3%）の占める割合が相対的に高いのに対

し、自殺事案では「専門的・技術的職業従事

者」（39.2%）、「管理的職業従事者」（19.2%）の

占める割合が相対的に高いという特徴が見ら

れる。なお、「管理的職業従事者」の割合は、

50 代に限って見るといっそう顕著な違いが見

られる、生存事案では 16.3%であるのに対し、

自殺事案では 55.6%を占める。 

勤め先経験数を見ると、生存事案と自殺事

案では顕著な違いが見られる。年齢計で見る

と、「1 社のみ」の占める割合は生存事案で

28.5%であるのに対し、自殺事案では 60.0%で

ある。生存事案では「3社以上」の割合が56.0%

と、自殺事案に比べて大きな割合を占めてい

る。事案の年齢構成の違いを考慮し、40 代、

あるいは 50 代事案における勤め先経験数を

比較しても、生存事案では、自殺事案に比べ

て「1 社のみ」の割合が低く、「3 社以上」の割

合が高い傾向に変わりはない。 

勤続年数の結果にも、整合する傾向が見ら

れる。年齢計で見ると、生存事案では「1～3 年

目」（38.4%）、「4～9 年目」（31.5%）の占める割

合が、自殺事案と比べて高く、自殺事案では

「20 年以上」（33.3%）の割合が相対的に高い。

40 代、50 代の事案に限って見ても、生存事案

では「1～3 年目」「4～9 年目」の割合が高いと

いう傾向が顕著である。 

決定時疾患名に関する集計は、年齢計のも

のを表 3－2 に示した。生存事案、自殺事案と

も、「うつ病エピソード」の割合が高いことが共

通している。生存事案で 55.6%、自殺事案で

79.2%が「うつ病エピソード」である。生存事案

ではほかに「適応障害」の割合も高いが

（23.5%）、自殺事案では該当が少ない（3.3%）。 

 

3. 認定事実別の内訳

次に、認定事実別の内訳を見る（表 4）。特

別な出来事「極度の長時間労働」の占める割

合は、年齢計で見ると、生存事案で 21.5%、自

殺事案で 28.3%である。「仕事の量・質」の負荷

強度が「強」とされた事案の割合は、生存事案

で 54.0%、自殺事案で 47.5%である。恒常的長

時間労働によって負荷強度が「強」とされた事

案の割合は、生存事案で 27.2%、自殺事案で

26.7%である。生存・自殺の事案種別、年齢層

による違いを見ると、生存事案では、自殺事案

に比べて、各年齢層とも「1 か月に 80 時間以

上の時間外労働を行った」で認定されている

割合が高いのに対し、自殺事案では、生存事

案に比べて、若年層（39 歳以下）において「仕

事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる

出来事があった」の占める割合が高く、壮年層

（40～59 歳）において「極度の長時間労働」の

占める割合が高いという傾向が見られる。 

 
4. 恒常的長時間労働によって負荷強度が

「強」とされた事案の認定事実内訳

恒常的長時間労働によって負荷強度が「強」

とされた事案（114 件）において、どのような具

体的出来事が心理的負荷に関わる事実と認

定されているのかを検討した（表 5）。この表で

は、年齢層ごとに、該当する事案数が多い出

来事（恒常的長時間労働事案のうち 10％以上

の事案で認定された出来事）のみ掲載してい

る。 

年齢計で見ると、生存事案では、「上司との

トラブルがあった」（24件）、「（ひどい）嫌がらせ

や、いじめ、又は暴行を受けた」（13 件）、「配

置転換があった」（11 件）などが認定事実とし

て多く挙げられる。自殺事案においては、「上

 

司とのトラブルがあった」（7 件）、「会社の経営

に影響するなどの重大な仕事上のミスをした」

（6 件）、「配置転換があった」（6 件）、「顧客や

取引先からクレームを受けた」（5 件）などが多

く挙げられる。 

上司とのトラブルや、いじめ・嫌がらせといっ

た対人関係の出来事、配置転換といった環境

変化、重大なミス、顧客クレームといった特定

の事象への対処に、恒常的長時間労働が伴

い、強い心理的負荷を生じさせていることがう

かがえる。 

生存事案について、年齢層による特徴を見

ると、「上司とのトラブルがあった」「（ひどい）嫌

がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」「配置転

換があった」は、各年齢層に共通して多く見ら

れる。これらに加え、30 代以下の事案では、

「顧客や取引先からクレームを受けた」（8 件）、

「達成困難なノルマが課された」（7 件）の例が

目立つのに対し、40～50 代の事案では、「会

社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミ

スをした」（6 件）の例が目立つという特徴があ

る。なお、自殺事案においては、年齢層別に

見ると各出来事の該当件数がきわめて少ない

ため、ここで年齢層ごとの傾向を解釈すること

は控えたい。 

なお、上記のほかに、「仕事内容・仕事量の

（大きな）変化を生じさせる出来事があった」「1

か月に80時間以上の時間外労働を行った」「2

週間以上にわたって連続勤務を行った」も出

来事として挙げられたが、これらの出来事は、

先に分析対象の節で述べたように、労働時間

の長さを評価要素に含むものであり、「恒常的

長時間労働を生じさせた出来事」（もしくは「恒

常的長時間労働によって生じた出来事」）とし

て、あらためて恒常的長時間労働と関連させ

て解釈することは難しい。例えば、「仕事内容・

仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事が

あった」については、繁忙期などのため仕事量

が増加し、時間外労働数が 100 時間以上とな

る場合などが考えられるが、これは、時間外労

働時間数の変化から当出来事の心理的負荷

強度が評価されている部分があり、それとは別

に恒常的長時間労働による総合評価（評価の

修正）の対象となる出来事とはみなしにくい。

そのため、ここで出来事として挙がっているケ

ースは、当出来事が既に「中」（もしくは「弱」）

程度として評価済のものと考えられ、恒常的長

時間労働と合わせて「強」となる出来事として

は認められにくい。「連続勤務」についても、恒

常的長時間労働に関わる出来事としての因果

関係を解釈しにくい。こうした理由から、これら

の出来事に関わる集計数値は表 5に挙げてい

ない（注 3 に参考値として示した）。 

 

5.被災者の負荷認識から見た事案の類型―

50 代・生存事案の例―

次に、精神障害の生存事案について、調査

復命書等から読み取れる被災者の申述、周囲

の人々（職場の上司・同僚など）の聴取結果等

に基づき、精神障害の発病に関わる心理的負

荷について詳細な検討を行った。 

具体的には、長時間労働の環境下で、当事

者におけるどのような認識・社会関係の下で精

神障害発病がもたらされるのか、業務負荷に

関わる当事者（被災者、周囲）の認識と、事案

経過（体調変化、会社との関係）に着目して検

討した。 

まず、発病時年齢 50 代の長時間労働関連

事案 43 件（全数）を対象に、被災者の負荷認

識と背景事実に基づいて事案間の共通性を

探索し、類型的把握を行った。表 6 に、対象と

した 43 事案の概要を示す。分析の結果、業務

負荷に関わる認識に基づけば、事案は大きく

下記の5類型に分けられた。以下、見出された

各類型について説明したい。 

 

①ムリが限界に 

まず、被災者において、過重な業務量、

様々な担当業務を抱え、「無理をしてきた」認

識があり、それが「限界に達した」ことが精神障

害発病において大きな意味をもったと推察さ

れる例がある（事例 1～13）。50 代の対象事案

のうち、13 件がこれにあたる。この類型におけ

る負荷の中心は、業務自体（特に業務量の多

さ）にある。 

「無理をしてきた」認識については、例えば、

「生産能力を超える受注」（事例 2）、「通常の

数倍に及ぶ業務量を 1 人で担当した」（事例

7）、「生産ラインの人事管理から加工の実務ま

で自身で行うようになり」（事例 1）、「コスト削減

のため自身で修繕作業まで行い、手を抜かず

にやっていたため、休憩や休日をとることがで

きないほど忙しくなり、自分で自分の首を絞め

る結果になった」（事例 5）など、自身に通常以

上の業務負荷がかかっていたことを示す申述

で示される。「限界に達した」ことについては、
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「負担の大きな公共工事を担当したこと」（事例

5）のように、その仕事上のきっかけが示される

例もあれば、徐々に精神的に追い込まれ、自

ら（精神的な）限界を認識したという例もある。

例えば、「処理しきれないほど仕事がたまり、

精神的に追い込まれた」（事例 4）、「家に帰っ

ても仕事のことばかり考えるようになり、職場へ

の不満や将来への不安が現れ、情緒が安定

せず、同僚に勧められて医療機関を受診した」

（事例 8）、「自分の感情をコントロールできなく

なり、死んでしまうのではないかと思い、医療

機関を受診した」（事例 11）などである。こうし

た例では、限界を感じた自身の判断や周囲の

勧めで医療機関の受診に至っている。また、

物理的な限界を課すような身体的症状として

表れた例もある（事例 2）。 

認定事実との関係では、発病直前の「極度

の長時間労働」のほか、繁忙期等の事情を背

景とした「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を

生じさせる出来事があった」も複数認められ、

短期間でのものも含め膨大な業務量や長時間

労働が「無理」「限界」という認識につながった

ものと推察される。なお、「1 か月に 80 時間以

上の時間外労働を行った」「2 週間以上にわた

って連続勤務を行った」が認定されている事案

もあり、当類型において、労働時間の明確な

傾向（例えば、短期間の急激な上昇など）が必

ずしも認められるわけではない。 

この類型の中には、上司や同僚との人間関

係にも負荷を認識していた例もあるが（事例 8，

10，12，13）、こうした事案を含め、総じて、対

人関係よりも業務（特に業務量）それ自体に、

被災者の負荷の中心がある点で、他の類型と

の差異が見られる。周囲の事実認識を対照さ

せて見ると、被災者が担っていた業務負担の

重さについて、一定の認識の一致が見られる

例も多くあるが（例えば、事例 2，3，5，9）、一

方で、忙しさの背景には、「1 人で仕事を抱え

込むところがあった」（事例 10）、「早く帰るよう

に言っても、当人が自分の意思で残業して書

類作成などをしていた」（事例 12）、「休むよう

に言っても、食中毒発生の危険などから、当人

が責任者として周囲に仕事をまかせられないと

して休まなかった」（事例 13）など、被災者の仕

事の進め方にも原因の一端があったという認

識も示される。 

 

②業務・環境への適応 

次に、配置転換などの環境変化があり、不

慣れな業務に就いたこと、新しい環境への適

応困難が大きな負荷となった例がある（事例

14～21）。50 代の対象事案のうち、8 件がこれ

に当てはまる。この類型における負荷の中心

は、業務や環境への適応にある。 

該当する事案では、異動・配置転換（事例

14，15）、勤務場所の変更（事例 16）、日勤か

ら夜勤への変更（事例 17，18）、昇進・昇格（事

例 19）、入職直後（事例 20，21）というように、

不慣れな業務や環境変化に言及される点に

共通性がある。そうした中で、業務負担の重さ

が強い負荷と感じられた例（事例 14，19，21）

のほか、そうした状況の中で上司から叱責があ

ったこと（事例 15，17）、サポートが不足してい

たこと（事例 20）が強い負荷として挙げられる。

上司からの叱責・指導という点では、次の類型

「厳しすぎる指導」と近接するが、環境変化と

適応に負荷の焦点がある点に、この類型の特

徴がある。 

認定事実との関係では、「仕事内容・仕事量

の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」

や、「配置転換があった」「自分の昇格・昇進が

あった」などの変化に関わる出来事が認定され

ている例も多い。10 年以上の長期勤続者でも、

配置転換等によって不慣れな業務環境にお

かれたことで発病した例が多く含まれるなど

（事例 14～19 の 6 件）、適応の問題は、年齢

層・キャリア段階を問わず存在していることをう

かがわせる。 

 

③厳しすぎる指導 

次に、上司からの厳しい指導が、被災者に

とって心理的負荷の主要部分を占めたと推察

される事案がある（事例 22～28）。50 代の対象

事案のうち、7 件がこれにあたる。この類型に

おける被災者の負荷の中心は、上司等による

厳しい指導や叱責にある。 

例えば、「上司より厳しい指導を受け、いて

もいなくても同じ、などの感情的な叱責を受け

た」（事例 24）、「何一つできていないと上司か

ら怒鳴られた直後に、心が折れた感じになり、

胸が苦しくなり、息ができない感じになった」

（事例 27）、「料理長から叱責を受けるようにな

って以降、それが頭に残りミスを繰り返すように

なり、同僚の目も冷たくなる中、自信を失って

仕事が手につかなくなり、ある日職場から自宅
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「負担の大きな公共工事を担当したこと」（事例

5）のように、その仕事上のきっかけが示される

例もあれば、徐々に精神的に追い込まれ、自

ら（精神的な）限界を認識したという例もある。

例えば、「処理しきれないほど仕事がたまり、

精神的に追い込まれた」（事例 4）、「家に帰っ

ても仕事のことばかり考えるようになり、職場へ

の不満や将来への不安が現れ、情緒が安定

せず、同僚に勧められて医療機関を受診した」

（事例 8）、「自分の感情をコントロールできなく

なり、死んでしまうのではないかと思い、医療

機関を受診した」（事例 11）などである。こうし

た例では、限界を感じた自身の判断や周囲の

勧めで医療機関の受診に至っている。また、

物理的な限界を課すような身体的症状として

表れた例もある（事例 2）。 

認定事実との関係では、発病直前の「極度

の長時間労働」のほか、繁忙期等の事情を背

景とした「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を

生じさせる出来事があった」も複数認められ、

短期間でのものも含め膨大な業務量や長時間

労働が「無理」「限界」という認識につながった

ものと推察される。なお、「1 か月に 80 時間以

上の時間外労働を行った」「2 週間以上にわた

って連続勤務を行った」が認定されている事案

もあり、当類型において、労働時間の明確な

傾向（例えば、短期間の急激な上昇など）が必

ずしも認められるわけではない。 

この類型の中には、上司や同僚との人間関

係にも負荷を認識していた例もあるが（事例 8，

10，12，13）、こうした事案を含め、総じて、対

人関係よりも業務（特に業務量）それ自体に、

被災者の負荷の中心がある点で、他の類型と

の差異が見られる。周囲の事実認識を対照さ

せて見ると、被災者が担っていた業務負担の

重さについて、一定の認識の一致が見られる

例も多くあるが（例えば、事例 2，3，5，9）、一

方で、忙しさの背景には、「1 人で仕事を抱え

込むところがあった」（事例 10）、「早く帰るよう

に言っても、当人が自分の意思で残業して書

類作成などをしていた」（事例 12）、「休むよう

に言っても、食中毒発生の危険などから、当人

が責任者として周囲に仕事をまかせられないと

して休まなかった」（事例 13）など、被災者の仕

事の進め方にも原因の一端があったという認

識も示される。 

 

②業務・環境への適応 

次に、配置転換などの環境変化があり、不

慣れな業務に就いたこと、新しい環境への適

応困難が大きな負荷となった例がある（事例

14～21）。50 代の対象事案のうち、8 件がこれ

に当てはまる。この類型における負荷の中心

は、業務や環境への適応にある。 

該当する事案では、異動・配置転換（事例

14，15）、勤務場所の変更（事例 16）、日勤か

ら夜勤への変更（事例 17，18）、昇進・昇格（事

例 19）、入職直後（事例 20，21）というように、

不慣れな業務や環境変化に言及される点に

共通性がある。そうした中で、業務負担の重さ

が強い負荷と感じられた例（事例 14，19，21）

のほか、そうした状況の中で上司から叱責があ

ったこと（事例 15，17）、サポートが不足してい

たこと（事例 20）が強い負荷として挙げられる。

上司からの叱責・指導という点では、次の類型

「厳しすぎる指導」と近接するが、環境変化と

適応に負荷の焦点がある点に、この類型の特

徴がある。 

認定事実との関係では、「仕事内容・仕事量

の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」

や、「配置転換があった」「自分の昇格・昇進が

あった」などの変化に関わる出来事が認定され

ている例も多い。10 年以上の長期勤続者でも、

配置転換等によって不慣れな業務環境にお

かれたことで発病した例が多く含まれるなど

（事例 14～19 の 6 件）、適応の問題は、年齢

層・キャリア段階を問わず存在していることをう

かがわせる。 

 

③厳しすぎる指導 

次に、上司からの厳しい指導が、被災者に

とって心理的負荷の主要部分を占めたと推察

される事案がある（事例 22～28）。50 代の対象

事案のうち、7 件がこれにあたる。この類型に

おける被災者の負荷の中心は、上司等による

厳しい指導や叱責にある。 

例えば、「上司より厳しい指導を受け、いて

もいなくても同じ、などの感情的な叱責を受け

た」（事例 24）、「何一つできていないと上司か

ら怒鳴られた直後に、心が折れた感じになり、

胸が苦しくなり、息ができない感じになった」

（事例 27）、「料理長から叱責を受けるようにな

って以降、それが頭に残りミスを繰り返すように

なり、同僚の目も冷たくなる中、自信を失って

仕事が手につかなくなり、ある日職場から自宅

 

に逃げ帰った」（事例 22）などの負荷認識とし

て示される。このように、若年層のみならず、50

代の事案においても、上司との関係で、厳しい

指導、度重なる叱責によって、精神障害発病

にいたったと被災者が認識しているケースが

少なからず見られた。 

認定事実との関係では、労働時間の長さ

（仕事の量・質の変化で「強」評価、もしくは恒

常的長時間労働）をもって心理的負荷が認定

されているが、同時に、「中」もしくは「弱」程度

の「上司とのトラブルがあった」（事例 23，24，

25，26，27，28）や、「（ひどい）嫌がらせ、いじ

め、又は暴行を受けた」（事例 22）などが出来

事として認められる（※事例 28 では「上司との

トラブルがあった」が「強」と認定されているが、

これは恒常的長時間労働を加味した評価修

正があったもので、出来事自体の評価は中程

度である）。 

こうした事例において、周囲の聴取（事実認

識）を対照させると、上司の指導・叱責それ自

体は、通常の業務指導の範囲を逸脱していな

い。ただ、かなりの程度の長時間労働が日常

的にありながら、その中で上司から厳しい指

導・叱責を受けたことで、被災者において「厳

しすぎる」という受け止めとなり、発病を引き起

こす事態になったものと考えられる。長時間労

働は、そうした人間関係トラブルが被災者の精

神状況を極度に悪化させる背景をなしている

と言える。指導自体の適切性より、過酷な労働

環境を当然視する管理のあり方が問われてい

よう。 

 

④過度の追及 

被災者が業務において重大なミスを犯した

ことが、精神障害発病の過程で大きな意味を

もったと推察される例がある（事例 29～35）。50

代の対象事案のうち、7 件がこれにあたる。認

定事実との関係では、「会社の経営に影響す

るなどの重大な仕事上のミスをした」もしくは

「会社で起きた事故、事件について、責任を問

われた」の出来事が認められ、その前後の恒

常的長時間労働が考慮されて強い心理的負

荷が認定されている。 

こうした事案において負荷認識を見ると、被

災者の申述においては、多くの場合、ミス自体

が精神障害発病の要因としてあげられるわけ

ではなく、職場内での人間関係に焦点が当た

っている。例えば、上司による強い叱責、責任

追及、職場の同僚からの圧力、パワーハラスメ

ントなどが負荷要因としてあげられる。その点

では前の類型③と共通するが、被災者の特定

のミスを機とした叱責等であることに、この類型

の特徴がある。 

事例を見ると、「自分が悪かったと思うが、追

い打ちをかけるように上司から責められたのが

つらかった」（事例 29）、「ミスから、諭旨退職を

迫られ、強制的に退職に追い込まれたことと、

上司からのパワーハラスメントがあったことが発

病要因」（事例 31）、「執拗な事情聴取、退職

強要、パワーハラスメントが発病要因」（事例33）

と認識されている。つまり、被災者の申述に即

せば、ミスに対する「過度な追及」こそが強い

心理的負荷となっていると言える。また、ある

事件をきっかけに懲戒処分になり、その処分

が重すぎると感じたことが発病の大きなきっか

けと推察される例もこれに類しよう（事例 35）。 

こうした事案について周囲（職場の上司・同

僚等）の事実認識を見ると、被災者の認識との

ギャップが見出せる。つまり、周囲の事実認識

に基づけば、被災者が仕事上で重大なミスを

犯したため、それに対して指導をしたものの、

それは決して過度な追及ではない。こうした聴

取結果から、認定事実では、被災者のミスが

負荷要因とされているものの、被災者の負荷

認識に即せば、ミスそれ自体というより、その後

の「過度な追及」にこそ、精神障害発病に関わ

る大きなきっかけがあることがわかる。こうした

事案では、長時間労働環境下で起こったミス

に対し、被災者（ミスを犯した側）と周囲（叱責

する側）でミスの捉え方に相違が生じがちであ

り、その認識ギャップの結果が被災者の負荷

認識（過度に責められている）となって発病の

背景になっているとも推察される。事例の記述

からは、被災者は、「ぼろぼろになりながら、会

社のために生きてきたのに」（事例 30）、「長期

間会社に勤めてきたが、処分を受けるようなこ

とは一度もなく」（事例 35）といった意識が背景

にあるからこそ、特定のミス・事件に対する周

囲の責任追及との温度差が際立ってしまうも

のとも読み取れる。 

 

⑤不当な扱い 

勤勉に勤めてきたが、職場において上司・

事業主等と対立し、低評価・退職等につなが

ったことが、精神障害発病の過程で大きな意

味をもったと推察される例がある（事例 36～
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43）。50 代の対象事案のうち、8 件がこれにあ

たる。この類型における負荷の中心は、上司・

事業主等との対立及び、それと密接に関連す

る会社における「不当な扱い」にある。会社へ

の不満が強く表出されるケースが多く、加えて、

業務負荷の大きさ、精神障害の業務起因性に

関する認識は、被災者と会社との間の相違が

大きい場合も少なくない。 

多くの事案では、上司・事業主等との明確な

対立があったこと、その結果として被災者が職

場において不当な扱い・評価を受けたことが、

認識として示される（事例 36・37・40・41・42・

43）。不当に低い評価を受けたと被災者に認

識されている事案は、事例36，37である。事例

37 は、意に反した配置転換があり、被災者に

おいては、それ以前の会社との対立と結び付

けられた降格人事と認識されている。事例 36

では、上司との対立が、人事評価で低評価と

なったことと関連付けられて認識されている。

事例 40，41，42，43 においても、被災者の申

述において、上司・事業主との意見対立が負

荷要因として挙げられ、発病過程において大

きな意味をもったと推察される。また、事例 40・

41・42 では、職場での対立を機とした退職が

医療機関受診のきっかけとなっている。例えば、

事例 42 は、事業主との口論が、解雇につなが

ったと被災者に認識されている。事例 43も、事

業主との対立がもとで解雇されたことを訴えて

いる。このように、解雇・退職等の雇用終了が

絡む例も複数見られる。 

事例 38 や 39 では、明確な対立こそないも

のの、職場への不満がにじむ。それまで休み

なく働いてきたが、会社に要望を聞き入れても

らえなかったこと（事例 38）、仕事の仕方をめぐ

り派遣社員の人とトラブルになったこと（事例

39）が負荷として挙げられる。周囲との対立か

ら、自分が職場で受け入れられなくなったとい

う認識に至り、発病の事態を招いたものと推察

される。 

このように、当類型においては、上司・事業

主等との対立から、被災者が職場において不

当な扱い・評価を受けたと認識しているのが特

徴であり、そうした一連の出来事が、精神障害

発病あるいは労災申請において大きな意味を

もったものと推測できる。そうした対立・不満に

は、長時間労働が重要な背景をなしていよう。

ひとつには、被災者において、相当程度の努

力をしたのにもかかわらず、それが報われず、

逆に不当に低い評価、不当な扱いを受けたと

いう思いがあることが、発病において大きな意

味をもった可能性が考えられる。もうひとつの

可能性は、長時間職場におり、心理的にも「過

剰適応」の状態となっていたところに、周囲と

の対立による居場所の喪失が特段大きな意味

をもったことも考えられる。もっとも、「過剰適応」

の状態は、「ムリが限界に」類型に属する多く

の事例においても読み取ることが可能だろう

（例えば、事例 5，9，10，11，12，13）。 

 

6. 他の年齢層の事案との負荷認識の比較

上記では、長時間労働関連事案のうち 50

代の生存事案 43 件（全数）を対象に、長時間

労働下での精神障害発病に関わる負荷認識

について類型的把握を試み、5 つの類型を得

た。 

次に、他の年齢層でも当類型が適用可能か、

年齢層ごとにどのような特徴があるのかの検討

を行う。発病時年齢 39 歳以下の生存事案に

ついては、高見（2019）において検討した。そ

こで典型例として挙げた 20 事例は、全て、本

稿の定義する「長時間労働関連事案」に該当

するものである。そして、30 代以下の事例も、

上記の負荷類型をもって説明可能であり、30

代以下の事案と 50 代事案に共通する傾向と

相違点もうかがえた。 

まず両方の年齢層に共通した類型（共通性）

について見ると、「厳しすぎる指導」「業務・環

境への適応」があげられる。同類型は、若年層

では、勤続年数の短い初期キャリアの者を典

型例とし、過酷な労働環境と適応困難に焦点

がある事案として考察したものである。若年層

では、長時間労働・過重労働の環境下におい

て上司から厳しい叱責・指導があったことが強

い心理的負荷をもたらした例が多く見られた。

こうした負荷類型は、50 代の事案でも共通して

存在している。 

また、「ムリが限界に」という負荷類型も、若

年層でも同様に広く存在している。これは、若

年層の分析では、配置転換、新規業務への関

わり、顧客対応・短納期などの事情があり、被

災者が困難な業務に従事した、もしくは被災

者に負荷が偏った状況として整理した。そして、

職場の上司・同僚によっても、被災者の担って

いた業務負担の重さ・困難性について一定の

認識の一致が見られた類型として検討した（高

見 2019 参照）。業務自体（特に業務量の多さ）
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43）。50 代の対象事案のうち、8 件がこれにあ

たる。この類型における負荷の中心は、上司・

事業主等との対立及び、それと密接に関連す

る会社における「不当な扱い」にある。会社へ

の不満が強く表出されるケースが多く、加えて、

業務負荷の大きさ、精神障害の業務起因性に

関する認識は、被災者と会社との間の相違が

大きい場合も少なくない。 

多くの事案では、上司・事業主等との明確な

対立があったこと、その結果として被災者が職

場において不当な扱い・評価を受けたことが、

認識として示される（事例 36・37・40・41・42・

43）。不当に低い評価を受けたと被災者に認

識されている事案は、事例36，37である。事例

37 は、意に反した配置転換があり、被災者に

おいては、それ以前の会社との対立と結び付

けられた降格人事と認識されている。事例 36

では、上司との対立が、人事評価で低評価と

なったことと関連付けられて認識されている。

事例 40，41，42，43 においても、被災者の申

述において、上司・事業主との意見対立が負

荷要因として挙げられ、発病過程において大

きな意味をもったと推察される。また、事例 40・

41・42 では、職場での対立を機とした退職が

医療機関受診のきっかけとなっている。例えば、

事例 42 は、事業主との口論が、解雇につなが

ったと被災者に認識されている。事例 43も、事

業主との対立がもとで解雇されたことを訴えて

いる。このように、解雇・退職等の雇用終了が

絡む例も複数見られる。 

事例 38 や 39 では、明確な対立こそないも

のの、職場への不満がにじむ。それまで休み

なく働いてきたが、会社に要望を聞き入れても

らえなかったこと（事例 38）、仕事の仕方をめぐ

り派遣社員の人とトラブルになったこと（事例

39）が負荷として挙げられる。周囲との対立か

ら、自分が職場で受け入れられなくなったとい

う認識に至り、発病の事態を招いたものと推察

される。 

このように、当類型においては、上司・事業

主等との対立から、被災者が職場において不

当な扱い・評価を受けたと認識しているのが特

徴であり、そうした一連の出来事が、精神障害

発病あるいは労災申請において大きな意味を

もったものと推測できる。そうした対立・不満に

は、長時間労働が重要な背景をなしていよう。

ひとつには、被災者において、相当程度の努

力をしたのにもかかわらず、それが報われず、

逆に不当に低い評価、不当な扱いを受けたと

いう思いがあることが、発病において大きな意

味をもった可能性が考えられる。もうひとつの

可能性は、長時間職場におり、心理的にも「過

剰適応」の状態となっていたところに、周囲と

の対立による居場所の喪失が特段大きな意味

をもったことも考えられる。もっとも、「過剰適応」

の状態は、「ムリが限界に」類型に属する多く

の事例においても読み取ることが可能だろう

（例えば、事例 5，9，10，11，12，13）。 

 

6. 他の年齢層の事案との負荷認識の比較

上記では、長時間労働関連事案のうち 50

代の生存事案 43 件（全数）を対象に、長時間

労働下での精神障害発病に関わる負荷認識

について類型的把握を試み、5 つの類型を得

た。 

次に、他の年齢層でも当類型が適用可能か、

年齢層ごとにどのような特徴があるのかの検討

を行う。発病時年齢 39 歳以下の生存事案に

ついては、高見（2019）において検討した。そ

こで典型例として挙げた 20 事例は、全て、本

稿の定義する「長時間労働関連事案」に該当

するものである。そして、30 代以下の事例も、

上記の負荷類型をもって説明可能であり、30

代以下の事案と 50 代事案に共通する傾向と

相違点もうかがえた。 

まず両方の年齢層に共通した類型（共通性）

について見ると、「厳しすぎる指導」「業務・環

境への適応」があげられる。同類型は、若年層

では、勤続年数の短い初期キャリアの者を典

型例とし、過酷な労働環境と適応困難に焦点

がある事案として考察したものである。若年層

では、長時間労働・過重労働の環境下におい

て上司から厳しい叱責・指導があったことが強

い心理的負荷をもたらした例が多く見られた。

こうした負荷類型は、50 代の事案でも共通して

存在している。 

また、「ムリが限界に」という負荷類型も、若

年層でも同様に広く存在している。これは、若

年層の分析では、配置転換、新規業務への関

わり、顧客対応・短納期などの事情があり、被

災者が困難な業務に従事した、もしくは被災

者に負荷が偏った状況として整理した。そして、

職場の上司・同僚によっても、被災者の担って

いた業務負担の重さ・困難性について一定の

認識の一致が見られた類型として検討した（高

見 2019 参照）。業務自体（特に業務量の多さ）

 

に負荷の焦点がある当類型も、年齢層に偏り

なく存在していることがうかがえる。 

次に、若年層に広くありながら、50 代の事案

には相対的に多く見られなかったものとして、

ノルマや顧客クレームに関わる事案が挙げら

れる。若年層の事案では、過重なノルマを負

荷認識として挙げる例が多く、恒常的長時間

労働に関わる出来事（認定事実）としても比較

的件数が多いことが、表 5 からうかがえる。また、

顧客からのクレームに対処するために長時間

労働になった事案も、若年層において、より顕

著に存在していた。こうした例は、50 代・生存

事案では相対的に少なかった。 

これに対し、50 代事案で比較的顕著な類型

は、「不当な扱い」「過度の追及」といえる。「不

当な扱い」については、降格などの形で配置

転換があった例や、解雇されたという例があり、

本稿の検討範囲では、長時間労働下でその

不当性が被災者に強く認識されている。もっと

も、長時間労働関連事案に限らないならば、

50 代生存事案では、「退職を強要された」（具

体的出来事 20）が 10件、「配置転換があった」

（具体的出来事 21）が 15 件あり、若年層より該

当割合が高い（※正社員、従業員規模 10 人

以上に限って集計。心理的負荷の強度は勘

案せず）。低評価や解雇・退職、降格・左遷が

絡んだ心理的負荷は、当年齢層特有の負荷

類型をなしている可能性がある。 

「過度の追及」も、若年層事案と比較して 50

代事案で顕著に見られた類型と言える。それ

は、恒常的長時間労働に関わる認定事実の

「会社の経営に影響する重大な仕事上のミス

をした」の件数（6 件）にも表れている（表 5 参

照）。ミスをもとにした負荷自体は、若年層事案

でも広く確認されるが、若年層では、ミスと叱責

による負荷は、日常的な業務の中にあり、「厳

しすぎる指導」という負荷類型と遠くないところ

にあった。高見（2019）でも、職場適応の類型

の中で扱っている。これに対し、50 代では、若

年層と比較して、会社の中で重要なポジション

を担うことも多く、その中でのミスがより重大性

をもつことで、独自の類型を構成した可能性が

うかがえる。 

なお、本稿では発病時年齢 40 代の事例は

取り上げていないが、長時間労働関連事案に

おいては、業務量の問題、環境変化への適応、

上司からの指導・叱責、クレーム対応、職場の

人間関係などの負荷が申述から認められ、上

記の考察と整合する部分が多いことを付記し

たい。 

 
Ｄ．考察

1. 生存事案と自殺事案の属性的な相違

本稿では、精神障害の認定基準において

様々な角度から評価の指標とされる長時間労

働について、その精神障害発病に与えるイン

パクトを検討してきた。まず、認定事実に即し

て長時間労働関連事案を定義し、分析対象を

抽出した。分析結果が示すように、事案全体

に占める長時間労働関連事案の割合は、自

殺事案において生存事案よりも高い。 

業務による精神障害は、長時間労働によっ

てもたらされるものばかりでなく、事故や災害

の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生、役

割・地位の変化、対人関係、セクシュアルハラ

スメントなどによって発病する場合もある。本稿

の中でも、これらの出来事が長時間労働を付

随する（もしくは長時間労働が出来事を付随

する）事案については、長時間労働関連事案

として扱ったが、長時間労働と関わりなく出来

事単独で強い心理的負荷が認定された（出来

事それ自体が精神障害発病の要因となった）

事案もあり、こうしたケースの占める割合が、自

殺事案よりも生存事案において高いことがうか

がえる。 

また、長時間労働関連事案の属性も、生存

事案と自殺事案で異なる。自殺事案では、1社

での長期勤続者の割合が比較的高いのに対

し、生存事案では、40 代・50 代の事案におい

ても、長期勤続者、1 社勤続者の割合が相対

的に低い。また、自殺事案では、「製造業」「建

設業」や、「管理的職業従事者」の割合が高い

のに対し、生存事案では、「宿泊業、飲食サー

ビス業」「運輸業、郵便業」や「サービス職業従

事者」の割合が高い。年齢分布の相違もある。

このような属性比較から、生存事案と自殺事案

では、「被災者像」がやや異なることがうかがえ

る。 

では、長時間労働関連事案における生存事

案と自殺事案との被災者属性（業種、職種、勤

め先企業数、勤続年数）の違いをどう考えたら

よいか。まず、業種、職種、勤め先経験数、勤

続年数といった被災者属性の相違は、精神障

害の疾患の種類とは関係が薄い。例えば、自

殺事案のほうが「うつ病エピソード」と認定され
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た事案の割合が高いが、決定時疾患名が「う

つ病エピソード」であるケースに限定して集計

しても、生存事案と自殺事案で、勤め先経験

数、勤続年数の違いに変化が見られない（掲

表は省略）。また、男女比の違い、業種分布の

違い、被災時点での年齢構成の違いが、勤続

年数や勤め先経験数の違いに反映されている

とも判断できない。 

こうしたことから、生存事案と自殺事案の被

災者像は、精神障害の労災認定事案という共

通性をもちながら、やや異質の性格をもってい

る可能性を否定できない。これまで、熊沢

（2018）や川人（2014）などの文献から、過労自

殺の事例が多く研究されてきた。そこでは、概

ね、新卒からの勤続者で、滅私奉公型の意識

をもつ「会社人間」的な被災者像が垣間見られ

る。それは、川人（2014）の言及する、会社に

対するお詫びが書かれている遺書に、明確に

刻印されていよう。負荷についても、過重なノ

ルマ、責任感などに焦点が当たっている。こう

した過労自殺の事例と比べたときに、生存事

案は、一社勤続の人が少なく、勤続年数が短

い人が多いなど、属性から見える被災者像が

やや異なる。また、本稿後半や高見（2019）で

見たように、被災者の負荷認識を見ても、先行

研究で描かれる自殺事案の負荷認識と異質な

ところを含んでいる。こうした事案特性を鑑みる

に、精神障害の生存事案について、「被災者

が死亡に至らなかった事案」と見るだけでは、

現象（精神障害発病と労災申請）を的確にとら

えているとは言えないのではないか。精神障

害の生存事案を、自殺事案とは別個の独立し

た考察対象とする意義があると考えられる。 

もちろん、長時間労働等の過重な業務負荷

が背景にあることに、両者で違いはない。労災

認定事案を見る限り、必ずしも、負荷の大小で

相違を説明できるわけではない。表 4 で示した

認定事実内訳を見る限り、40～50 代の自殺事

案で「極度の長時間労働」の割合がやや高い

ものの、全体として大きな違いは見出しにくい。

自殺事案のほうが労働時間が極端に長いとい

った特徴は見られず、業務負荷の強さで両者

を識別することは困難である。 

では、生存事案における被災者像はどのよ

うなものとして描けるのか。何が精神障害発

病・労災申請の背景にあるのか。本稿後半の

負荷認識の検討は、それに答えることを企図し

ているが、一方で、引き続き検討すべき課題も

残されている。例えば、生存事案においては、

体調悪化を強く自覚し、自らの意思で心療内

科等の医療機関を受診するケースが少なから

ず存在する。こうした現象（認識・行動）には、

ストレスに対する社会認識の変化、身体・精神

の脆弱性に関する認識の広がりといった社会

的・文化的背景が大きくかかわろう。逆に、自

殺事案においては、自殺以前に医療機関を

受診しているケースばかりではなく、体調変化

への対処の面で相違がうかがえる。また、労使

関係の観点からは、生存事案では、会社との

雇用関係終了に絡む事案が少なからず見ら

れる。例えば、病気休職期間満了に伴う退職、

もしくは解雇という事案経過が読み取れるもの

が少なからず存在する。こうした事案経過も、

精神障害発病・労災申請の背景を読み解く際

に必要不可欠な情報と考えられる。もちろん、

家庭・ライフコース要因等、精神障害発病要因

を検討する上では業務外の要素も無視できな

い。こうした点もふまえて事案を読み解き、精

神障害の生存事案（その発病・労災申請という

現象が指し示すもの）を丁寧に理解する研究

が今後も必要になる。 

 
2. 長時間労働下で生じうる負荷認識の形

本稿の後半では、生存事案を対象に、長時

間労働下で、当事者におけるどのような認識・

社会関係の下に精神障害発病がもたらされる

のか、業務負荷に関わる当事者の認識と事案

経過に着目することで検討した。50 代の生存

事例 43 件の検討からは、「ムリが限界に」「業

務・環境の変化」「厳しすぎる指導」「過度の追

及」「不当な扱い」と負荷の形が類型化できた。

被災者の負荷認識を見ることで、精神障害発

病プロセスにおける被災者の負荷の形にいく

つかの特徴があることが示された。これは、既

存研究の示す負荷要因と整合する部分もある

が、新たな点もうかがえる。 

例えば、「ムリが限界に」という負荷類型は、

業務自体の負荷に焦点がある。この点、仕事

要求度の高さという理論的説明と整合的であり、

同時に、負荷を抑制するためのコントロールが

不足しているといえる。被災者の負荷認識を

見ると、コントロール不足はあまり（意識的な）

負荷の焦点になっていないが、自身の許容量

を超えた業務量をこなさなければならない状

況は、業務量のコントロールが十分にないこと
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た事案の割合が高いが、決定時疾患名が「う

つ病エピソード」であるケースに限定して集計

しても、生存事案と自殺事案で、勤め先経験

数、勤続年数の違いに変化が見られない（掲

表は省略）。また、男女比の違い、業種分布の

違い、被災時点での年齢構成の違いが、勤続

年数や勤め先経験数の違いに反映されている

とも判断できない。 

こうしたことから、生存事案と自殺事案の被

災者像は、精神障害の労災認定事案という共

通性をもちながら、やや異質の性格をもってい

る可能性を否定できない。これまで、熊沢

（2018）や川人（2014）などの文献から、過労自

殺の事例が多く研究されてきた。そこでは、概

ね、新卒からの勤続者で、滅私奉公型の意識

をもつ「会社人間」的な被災者像が垣間見られ

る。それは、川人（2014）の言及する、会社に

対するお詫びが書かれている遺書に、明確に

刻印されていよう。負荷についても、過重なノ

ルマ、責任感などに焦点が当たっている。こう

した過労自殺の事例と比べたときに、生存事

案は、一社勤続の人が少なく、勤続年数が短

い人が多いなど、属性から見える被災者像が

やや異なる。また、本稿後半や高見（2019）で

見たように、被災者の負荷認識を見ても、先行

研究で描かれる自殺事案の負荷認識と異質な

ところを含んでいる。こうした事案特性を鑑みる

に、精神障害の生存事案について、「被災者

が死亡に至らなかった事案」と見るだけでは、

現象（精神障害発病と労災申請）を的確にとら

えているとは言えないのではないか。精神障

害の生存事案を、自殺事案とは別個の独立し

た考察対象とする意義があると考えられる。 

もちろん、長時間労働等の過重な業務負荷

が背景にあることに、両者で違いはない。労災

認定事案を見る限り、必ずしも、負荷の大小で

相違を説明できるわけではない。表 4 で示した

認定事実内訳を見る限り、40～50 代の自殺事

案で「極度の長時間労働」の割合がやや高い

ものの、全体として大きな違いは見出しにくい。

自殺事案のほうが労働時間が極端に長いとい

った特徴は見られず、業務負荷の強さで両者

を識別することは困難である。 

では、生存事案における被災者像はどのよ

うなものとして描けるのか。何が精神障害発

病・労災申請の背景にあるのか。本稿後半の

負荷認識の検討は、それに答えることを企図し

ているが、一方で、引き続き検討すべき課題も

残されている。例えば、生存事案においては、

体調悪化を強く自覚し、自らの意思で心療内

科等の医療機関を受診するケースが少なから

ず存在する。こうした現象（認識・行動）には、

ストレスに対する社会認識の変化、身体・精神

の脆弱性に関する認識の広がりといった社会

的・文化的背景が大きくかかわろう。逆に、自

殺事案においては、自殺以前に医療機関を

受診しているケースばかりではなく、体調変化

への対処の面で相違がうかがえる。また、労使

関係の観点からは、生存事案では、会社との

雇用関係終了に絡む事案が少なからず見ら

れる。例えば、病気休職期間満了に伴う退職、

もしくは解雇という事案経過が読み取れるもの

が少なからず存在する。こうした事案経過も、

精神障害発病・労災申請の背景を読み解く際

に必要不可欠な情報と考えられる。もちろん、

家庭・ライフコース要因等、精神障害発病要因

を検討する上では業務外の要素も無視できな

い。こうした点もふまえて事案を読み解き、精

神障害の生存事案（その発病・労災申請という

現象が指し示すもの）を丁寧に理解する研究

が今後も必要になる。 

 
2. 長時間労働下で生じうる負荷認識の形

本稿の後半では、生存事案を対象に、長時

間労働下で、当事者におけるどのような認識・

社会関係の下に精神障害発病がもたらされる

のか、業務負荷に関わる当事者の認識と事案

経過に着目することで検討した。50 代の生存

事例 43 件の検討からは、「ムリが限界に」「業

務・環境の変化」「厳しすぎる指導」「過度の追

及」「不当な扱い」と負荷の形が類型化できた。

被災者の負荷認識を見ることで、精神障害発

病プロセスにおける被災者の負荷の形にいく

つかの特徴があることが示された。これは、既

存研究の示す負荷要因と整合する部分もある

が、新たな点もうかがえる。 

例えば、「ムリが限界に」という負荷類型は、

業務自体の負荷に焦点がある。この点、仕事

要求度の高さという理論的説明と整合的であり、

同時に、負荷を抑制するためのコントロールが

不足しているといえる。被災者の負荷認識を

見ると、コントロール不足はあまり（意識的な）

負荷の焦点になっていないが、自身の許容量

を超えた業務量をこなさなければならない状

況は、業務量のコントロールが十分にないこと

 

を意味していよう。また、「業務・環境への適応」

類型も含め、人員補充など周囲からのサポー

ト不足が指摘される事例も複数ある（事例 6，

10，19，20）。事例からうかがえる負荷内容をも

とに、負荷概念の検証、再構築に資する部分

があろう。 

また、「不当な扱い」類型の事例は、努力・

報酬の不均衡という理論的説明と整合する部

分がある。事案の検討からは、当時者の認識

における「報酬」の範囲がかなり幅広いことが

わかる。金銭的報酬（の低下）に直接言及され

たことは今回の 50 代事案の限りでは 1 件のみ

であった。大きなウェイトを占めているのは、解

雇・降格・低評価であった。これは、努力に対

し職場で正当な評価が得られなかったことが

発病に関わった事案が多いことを意味しよう。

また、事業主との対立、上司との口論など、人

間関係的なトラブルが同時に示される事例も

多く、（それまでがんばってきたにもかかわらず）

職場の中で居場所を喪失したことが、発病過

程において大きな意味を持ったと推察される。

なお、「過度の追及」類型も、がんばってきた

にもかかわらず、それが、ミスへの過度の追及

という形で、報われなかったという認識もうかが

え、「不当な評価」という観点から説明可能で

ある。ストレス反応や精神障害発病に関わる

「報酬」概念の更なる検討が求められる。 

なお、50 代・生存事案においては、マネジメ

ント層特有の負荷の事例があまり大きなウェイ

トを占めていなかったことも記しておきたい。被

災者が管理的職業従事者に区分される事案

（7 事例）の被災者申述からは、業務責任など

マネジメント層に付随する負荷認識がうかがえ

た。例えば、事例 2,5,7,9 は一定の地位にとも

なう業務量・業務責任が負荷の主要部分を占

めており、事例 35 は監督責任を問われている。

ただ、件数を見ると、50 代事案に占める割合

はそう多いものではない。基礎集計（表 3－1）

で見たように、生存事案では自殺事案に比べ

て管理的職業従事者の割合が低い。50 代の

精神障害・生存事案の特徴に関する、ひとつ

の事実発見であろう。 

 
Ｅ．結論

本研究では、精神障害の労災認定事案のう

ち、長時間労働が負荷の主要部分を占める

「長時間労働関連事案」を対象に検討を行っ

た。具体的には、まず、その基礎集計を行い、

事案全体に占める割合のほか、生存事案と自

殺事案の比較、年齢層による比較などに基づ

いて被災者属性を検討した。次に、調査復命

書等の記述内容の分析から、長時間労働の環

境下で精神障害発病がどのように生じうるのか、

被災者の負荷認識と周囲の事実認識を対照さ

せ、事案経過を見ることで検討した。 

本稿で検討したように、長時間労働関連事

案においても、長時間労働それ自体が発病要

因として被災者に認識されているとは限らない。

むしろ、環境変化、対人関係、職場での出来

事等に焦点があたっている場合も少なくない。

長時間労働は、発病の重要な背景を成してい

るが、労働時間が機械的に精神障害発病をも

たらすというより、被災者の認識過程、職場で

の社会関係が、発病プロセスの検討の際に重

要な要素であることがわかる。ただ、長時間労

働が、こうした精神障害発病のきっかけとなる

事象・認識を生む「土壌」となっていることも見

逃してはならない。 

精神障害による労災申請・認定件数は、い

まだ多くを数えている。労働時間に関しては、

2018 年改正法において時間外労働の上限規

制が法制化され、本稿で扱った水準の長時間

労働は法違反とされ、監督・指導の対象となっ

た。本稿で見たように、長時間労働は、様々な

過程を経て労働者の精神的健康を著しく阻害

しうる。企業における法令順守、行政による監

督指導強化等によって、長時間労働の是正が

強く求められる。 

 
Ｆ．健康危機情報

該当せず。 
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表1．精神障害の労災認定事案のうち、本稿が対象とする「長時間労働関連事案」の概要

心理的負荷が「強」と認定される場合

出典：厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」
（平成23年12月）

発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たな
い期間にこれと同程度の（例えば3週間におおむね120時間以上の）時間
外労働を行った（休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度
が特に低い場合を除く）

仕事内容・仕事量の
（大きな）変化を生じさ
せる出来事があった
（具体的出来事15）

・仕事が著しく増加して時間外労働も大幅に増える（倍以上に増加し、1月
当たりおおむね100時間以上となる）などの状況になり、その後の業務に
多大な労力を費やした（休憩・休日を確保するのが困難なほどの状態と
なった等を含む）
・過去に経験したことがない仕事内容に変更となり、常時緊張を強いられ
る状態となった　（※注３）

1か月に80時間以上の
時間外労働を行った
（具体的出来事16）

・発症直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時
間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するもの
であった
・発症直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時
間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するもの
であった

2週間以上にわたって
連続勤務を行った（具
体的出来事17）

・1か月以上にわたって連続勤務を行った
・2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行い、その間、連日、深夜時間
帯に及ぶ時間外労働を行った
（いずれも、1日あたりの労働時間が特に短い場合、手待時間が多い等の
労働密度が特に低い場合を除く）

①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度
と評価される場合であって、出来事の後に恒常的な長時間労働（月100時
間程度となる時間外労働）が認められる場合には、総合評価は「強」とす
る

②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度
と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な長時間労働（月100時
間程度となる時間外労働）が認められ、出来事後すぐに（出来事後おおむ
ね10日以内に）発病に至っている場合、又は、出来事後すぐに発病には
至っていないが事後対応に多大な労力を費しその後発病した場合、総合
評価は「強」とする

③具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」と
評価される場合であって、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的な長時間
労働（月100時間程度となる時間外労働）が認められる場合には、総合評
価は「強」とする

b. 具体的出来事の類型
③「仕事の量・質」の負荷
強度が「強」の事案
（※注1、注2）

a. 特別な出来事「極度の長時間労働」該当事案

c. 恒常的長時間労働が認められる場合の総合評
価によって負荷強度が「強」と認定された事案

注1．「仕事の量・質」が「強」の事案抽出にあたっては、該当する出来事単独では「中」（もしくは「弱」）程度とされ、出来事前後の恒常的
長時間労働を加味して「強」と修正されている事案があるため、それは、b類型に含まず、c類型として扱った。
注2．「仕事の量・質」の出来事類型の中には、この3つの具体的出来事のほかにも、「勤務形態に変化があった（具体的出来事18）」「仕
事のペース、活動の変化があった（具体的出来事19）」という項目もあるが、いずれも平均的な心理的負荷の強度は「弱」であり、「強」にな
ることはまれとされる（厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」）。本研究の対象範囲で「強」の事案が存在しないこともあ
り、本稿では上記15～17の出来事について扱うものとする。
注3．「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」においては、「過去に経験したことがない仕事内容に変更となり、
常時緊張を強いられる状態となった」場合にも心理的負荷が「強」と認定されるが、これは、仕事の質の面から大きな変化を捉えるものであ
り、労働時間の長さが負荷評価の際に必ずしも考慮されるわけではない。対象とする事案の中には、この基準に基づき「強」と認定されて
いる事案がごく少数ながら存在するが、こうした例は、（時間外労働時間数の調査がされていない等もあり）本稿の「長時間労働関連事
案」の対象として扱わない。
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間
労

働
関

連
以

外
の

事
案

長
時

間
労

働
関

連
事

案
長

時
間

労
働

関
連

以
外

の
事

案

5
3

1
1
1

1
2
1

1
4
3

8
5

1
3
2

4
3

6
7

3
0
2

4
5
3

3
2
.3

%
6
7
.7

%
4
5
.8

%
5
4
.2

%
3
9
.2

%
6
0
.8

%
3
9
.1

%
6
0
.9

%
4
0
.0

%
6
0
.0

%

2
1

1
4

3
2

2
1

4
0

1
7

2
7

9
1
2
0

6
1

6
0
.0

%
4
0
.0

%
6
0
.4

%
3
9
.6

%
7
0
.2

%
2
9
.8

%
7
5
.0

%
2
5
.0

%
6
6
.3

%
3
3
.7

%

7
4

1
2
5

1
5
3

1
6
4

1
2
5

1
4
9

7
0

7
6

4
2
2

5
1
4

3
7
.2

%
6
2
.8

%
4
8
.3

%
5
1
.7

%
4
5
.6

%
5
4
.4

%
4
7
.9

%
5
2
.1

%
4
5
.1

%
5
4
.9

%

自
殺

合
計

表
2
．

長
時

間
労

働
関

連
事

案
の

件
数

及
び

労
災

認
定

事
案

全
体

に
占

め
る

割
合

―
発

病
時

年
齢

層
別

、
生

存
・
自

殺
事

案
別

―
（
業

務
上

認
定

事
案

、
発

病
時

年
齢

5
9
歳

以
下

、
正

社
員

、
事

業
場

規
模

1
0
人

以
上

に
限

っ
て

集
計

 N
=
9
3
6
）

2
0
代

以
下

3
0
代

4
0
代

5
0
代

年
齢

計

生
存

 

 

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

男
性

3
9

7
3
.6

%
1
0
3

8
5
.1

%
7
3

8
5
.9

%
3
7

8
6
.0

%
2
5
2

8
3
.4

%
1
9

9
0
.5

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
6

9
6
.3

%
1
1
7

9
7
.5

%

女
性

1
4

2
6
.4

%
1
8

1
4
.9

%
1
2

1
4
.1

%
6

1
4
.0

%
5
0

1
6
.6

%
2

9
.5

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

3
.7

%
3

2
.5

%

5
3

1
0
0
.0

%
1
2
1

1
0
0
.0

%
8
5

1
0
0
.0

%
4
3

1
0
0
.0

%
3
0
2

1
0
0
.0

%
2
1

1
0
0
.0

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
7

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

製
造

業
 

9
1
7
.0

%
2
1

1
7
.4

%
1
2

1
4
.1

%
6

1
4
.0

%
4
8

1
5
.9

%
7

3
3
.3

%
3

9
.4

%
1
2

3
0
.0

%
7

2
5
.9

%
2
9

2
4
.2

%

卸
売

業
・
小

売
業

 
6

1
1
.3

%
1
3

1
0
.7

%
1
1

1
2
.9

%
4

9
.3

%
3
4

1
1
.3

%
2

9
.5

%
8

2
5
.0

%
4

1
0
.0

%
3

1
1
.1

%
1
7

1
4
.2

%

医
療

，
福

祉
 

3
5
.7

%
7

5
.8

%
5

5
.9

%
3

7
.0

%
1
8

6
.0

%
2

9
.5

%
1

3
.1

%
1

2
.5

%
1

3
.7

%
5

4
.2

%

運
輸

業
，

郵
便

業
 

7
1
3
.2

%
2
3

1
9
.0

%
1
5

1
7
.6

%
3

7
.0

%
4
8

1
5
.9

%
0

0
.0

%
5

1
5
.6

%
4

1
0
.0

%
2

7
.4

%
1
1

9
.2

%

建
設

業
 

1
1
.9

%
4

3
.3

%
3

3
.5

%
3

7
.0

%
1
1

3
.6

%
0

0
.0

%
3

9
.4

%
7

1
7
.5

%
5

1
8
.5

%
1
5

1
2
.5

%

サ
ー

ビ
ス

業
（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）
 

1
1
.9

%
9

7
.4

%
8

9
.4

%
5

1
1
.6

%
2
3

7
.6

%
2

9
.5

%
1

3
.1

%
1

2
.5

%
0

0
.0

%
4

3
.3

%

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
 

8
1
5
.1

%
1
1

9
.1

%
6

7
.1

%
7

1
6
.3

%
3
2

1
0
.6

%
1

4
.8

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

0
.8

%

情
報

通
信

業
 

6
1
1
.3

%
1
8

1
4
.9

%
7

8
.2

%
2

4
.7

%
3
3

1
0
.9

%
3

1
4
.3

%
5

1
5
.6

%
4

1
0
.0

%
2

7
.4

%
1
4

1
1
.7

%

学
術

研
究

，
専

門
・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

 
7

1
3
.2

%
5

4
.1

%
4

4
.7

%
2

4
.7

%
1
8

6
.0

%
3

1
4
.3

%
2

6
.3

%
2

5
.0

%
3

1
1
.1

%
1
0

8
.3

%

教
育

，
学

習
支

援
業

 
1

1
.9

%
2

1
.7

%
2

2
.4

%
3

7
.0

%
8

2
.6

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
2

5
.0

%
0

0
.0

%
2

1
.7

%

金
融

業
・
保

険
業

 
0

0
.0

%
0

0
.0

%
2

2
.4

%
2

4
.7

%
4

1
.3

%
0

0
.0

%
2

6
.3

%
1

2
.5

%
2

7
.4

%
5

4
.2

%

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

 
2

3
.8

%
3

2
.5

%
6

7
.1

%
0

0
.0

%
1
1

3
.6

%
1

4
.8

%
2

6
.3

%
1

2
.5

%
0

0
.0

%
4

3
.3

%

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
 

2
3
.8

%
4

3
.3

%
3

3
.5

%
1

2
.3

%
1
0

3
.3

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

2
.5

%
0

0
.0

%
1

0
.8

%

農
業

，
林

業
 

0
0
.0

%
0

0
.0

%
1

1
.2

%
0

0
.0

%
1

0
.3

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

3
.7

%
1

0
.8

%

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

 
0

0
.0

%
1

0
.8

%
0

0
.0

%
2

4
.7

%
3

1
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%

電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

 
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

3
.7

%
1

0
.8

%

漁
業

 
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利
採

取
業

 
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%

5
3

1
0
0
.0

%
1
2
1

1
0
0
.0

%
8
5

1
0
0
.0

%
4
3

1
0
0
.0

%
3
0
2

1
0
0
.0

%
2
1

1
0
0
.0

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
7

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

 専
門

的
・
技

術
的

職
業

従
事

者
 

1
6

3
0
.2

%
3
1

2
5
.6

%
2
0

2
3
.5

%
1
3

3
0
.2

%
8
0

2
6
.5

%
9

4
2
.9

%
1
3

4
0
.6

%
1
8

4
5
.0

%
7

2
5
.9

%
4
7

3
9
.2

%

 事
務

従
事

者
 

1
1

2
0
.8

%
2
8

2
3
.1

%
1
8

2
1
.2

%
9

2
0
.9

%
6
6

2
1
.9

%
2

9
.5

%
5

1
5
.6

%
9

2
2
.5

%
3

1
1
.1

%
1
9

1
5
.8

%

 販
売

従
事

者
 

4
7
.5

%
1
2

9
.9

%
1
0

1
1
.8

%
1

2
.3

%
2
7

8
.9

%
1

4
.8

%
6

1
8
.8

%
3

7
.5

%
1

3
.7

%
1
1

9
.2

%

 サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
 

9
1
7
.0

%
1
3

1
0
.7

%
7

8
.2

%
8

1
8
.6

%
3
7

1
2
.3

%
1

4
.8

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

0
.8

%

 生
産

工
程

従
事

者
 

7
1
3
.2

%
1
1

9
.1

%
9

1
0
.6

%
1

2
.3

%
2
8

9
.3

%
5

2
3
.8

%
3

9
.4

%
2

5
.0

%
0

0
.0

%
1
0

8
.3

%

 管
理

的
職

業
従

事
者

 
0

0
.0

%
8

6
.6

%
8

9
.4

%
7

1
6
.3

%
2
3

7
.6

%
1

4
.8

%
1

3
.1

%
6

1
5
.0

%
1
5

5
5
.6

%
2
3

1
9
.2

%

 輸
送

・
機

械
運

転
従

事
者

 
1

1
.9

%
1
2

9
.9

%
8

9
.4

%
1

2
.3

%
2
2

7
.3

%
0

0
.0

%
2

6
.3

%
1

2
.5

%
0

0
.0

%
3

2
.5

%

 建
設

・
採

掘
従

事
者

 
1

1
.9

%
3

2
.5

%
1

1
.2

%
0

0
.0

%
5

1
.7

%
1

4
.8

%
1

3
.1

%
1

2
.5

%
1

3
.7

%
4

3
.3

%

 運
搬

・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
 

4
7
.5

%
2

1
.7

%
3

3
.5

%
1

2
.3

%
1
0

3
.3

%
0

0
.0

%
1

3
.1

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

0
.8

%

 農
林

漁
業

従
事

者
 

0
0
.0

%
0

0
.0

%
1

1
.2

%
0

0
.0

%
1

0
.3

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%

 保
安

職
業

従
事

者
 

0
0
.0

%
1

0
.8

%
0

0
.0

%
2

4
.7

%
3

1
.0

%
1

4
.8

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
1

0
.8

%

5
3

1
0
0
.0

%
1
2
1

1
0
0
.0

%
8
5

1
0
0
.0

%
4
3

1
0
0
.0

%
3
0
2

1
0
0
.0

%
2
1

1
0
0
.0

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
7

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

 1
社

の
み

3
1

5
8
.5

%
3
1

2
5
.6

%
1
6

1
8
.8

%
8

1
8
.6

%
8
6

2
8
.5

%
1
7

8
1
.0

%
1
7

5
3
.1

%
2
4

6
0
.0

%
1
4

5
1
.9

%
7
2

6
0
.0

%

 2
社

1
0

1
8
.9

%
1
7

1
4
.0

%
8

9
.4

%
6

1
4
.0

%
4
1

1
3
.6

%
3

1
4
.3

%
6

1
8
.8

%
8

2
0
.0

%
7

2
5
.9

%
2
4

2
0
.0

%

 3
社

以
上

1
2

2
2
.6

%
7
0

5
7
.9

%
6
1

7
1
.8

%
2
6

6
0
.5

%
1
6
9

5
6
.0

%
0

0
.0

%
7

2
1
.9

%
8

2
0
.0

%
6

2
2
.2

%
2
1

1
7
.5

%

不
詳

0
0
.0

%
3

2
.5

%
0

0
.0

%
3

7
.0

%
6

2
.0

%
1

4
.8

%
2

6
.3

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
3

2
.5

%

5
3

1
0
0
.0

%
1
2
1

1
0
0
.0

%
8
5

1
0
0
.0

%
4
3

1
0
0
.0

%
3
0
2

1
0
0
.0

%
2
1

1
0
0
.0

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
7

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

 1
～

3
年

目
4
2

7
9
.2

%
4
5

3
7
.2

%
1
8

2
1
.2

%
1
1

2
5
.6

%
1
1
6

3
8
.4

%
1
4

6
6
.7

%
4

1
2
.5

%
2

5
.0

%
3

1
1
.1

%
2
3

1
9
.2

%

 4
～

9
年

目
1
1

2
0
.8

%
4
4

3
6
.4

%
2
9

3
4
.1

%
1
1

2
5
.6

%
9
5

3
1
.5

%
7

3
3
.3

%
1
2

3
7
.5

%
4

1
0
.0

%
2

7
.4

%
2
5

2
0
.8

%

 1
0
～

1
9
年

目
0

0
.0

%
3
1

2
5
.6

%
2
3

2
7
.1

%
9

2
0
.9

%
6
3

2
0
.9

%
0

0
.0

%
1
6

5
0
.0

%
1
3

3
2
.5

%
3

1
1
.1

%
3
2

2
6
.7

%

 2
0
年

以
上

0
0
.0

%
1

0
.8

%
1
5

1
7
.6

%
1
2

2
7
.9

%
2
8

9
.3

%
0

0
.0

%
0

0
.0

%
2
1

5
2
.5

%
1
9

7
0
.4

%
4
0

3
3
.3

%

5
3

1
0
0
.0

%
1
2
1

1
0
0
.0

%
8
5

1
0
0
.0

%
4
3

1
0
0
.0

%
3
0
2

1
0
0
.0

%
2
1

1
0
0
.0

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
7

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

表
3
-
1
．

精
神

障
害

・
長

時
間

労
働

関
連

事
案

の
属

性
別

集
計

（
発

病
時

年
齢

別
、

生
存

・
自

殺
事

案
別

）
 N

=
4
2
2

2
0
代

以
下

3
0
代

4
0
代

5
0
代

2
0
代

以
下

3
0
代

4
0
代

5
0
代

生
存

事
案

年
齢

計
年

齢
計

自
殺

事
案

注
．

生
存

事
案

・
自

殺
事

案
と

も
、

発
症

時
年

齢
5
9
歳

以
下

、
雇

用
形

態
が

正
社

員
で

あ
り

、
勤

務
先

の
従

業
員

規
模

1
0
人

以
上

の
事

案
に

限
定

し
て

集
計

し
て

い
る

。
注

2
．

勤
続

年
数

は
、

雇
入

年
月

日
と

発
病

年
月

日
を

も
と

に
算

出
し

、
そ

の
期

間
が

1
年

以
下

の
ケ

ー
ス

を
「
1
年

目
」
、

1
年

を
超

え
2
年

以
下

の
ケ

ー
ス

を
「
2
年

目
」
の

よ
う

に
カ

テ
ゴ

リ
ー

化
し

た
。

自
殺

事
案

に
つ

い
て

、
発

症
年

月
日

が
調

査
復

命
書

に
明

記
さ

れ
て

い
な

い
事

案
に

つ
い

て
は

、
死

亡
年

月
日

を
も

と
に

算
出

し
た

。
注

3
．

勤
め

先
経

験
数

に
つ

い
て

は
、

発
病

時
点

の
勤

め
先

を
含

む
数

で
あ

る
。

合
計

勤
続

年
数

職
種

合
計

性
別

合
計

業
種

合
計

勤
め

先
経

験
数

合
計
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n
%

n
%

 F
3
1
 双

極
性

感
情

障
害

7
2
.3

%
2

1
.7

%

 F
3
2
 う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
1
6
8

5
5
.6

%
9
5

7
9
.2

%

 F
3
3
 反

復
性

う
つ

病
性

障
害

7
2
.3

%
6

5
.0

%

 F
3
4
 持

続
性

気
分

（
感

情
）
障

害
4

1
.3

%
0

0
.0

%

 F
3
8
 そ

の
他

の
気

分
（
感

情
）
障

害
0

0
.0

%
1

0
.8

%

 F
3
  

下
位

分
類

不
明

3
1
.0

%
1
0

8
.3

%

 F
4
1
 そ

の
他

の
不

安
障

害
1
1

3
.6

%
0

0
.0

%

 F
4
3
.0

 急
性

ス
ト

レ
ス

反
応

0
0
.0

%
1

0
.8

%

 F
4
3
.1

 心
的

外
傷

後
ス

ト
レ

ス
障

害
5

1
.7

%
0

0
.0

%

 F
4
3
.2

 適
応

障
害

7
1

2
3
.5

%
4

3
.3

%

 F
4
3
.8

 そ
の

他
の

重
度

ス
ト

レ
ス

反
応

2
0
.7

%
1

0
.8

%

 F
4
3
以

下
の

下
位

分
類

不
明

3
1
.0

%
0

0
.0

%

 F
4
4
 解

離
性

（
転

換
性

）
障

害
5

1
.7

%
0

0
.0

%

 F
4
5
 身

体
表

現
性

障
害

5
1
.7

%
0

0
.0

%

 F
4
 下

位
分

類
不

明
7

2
.3

%
0

0
.0

%

 F
2
：
統

合
失

調
症

、
統

合
失

調
症

型
障

害
及

び
妄

想
性

障
害

4
1
.3

%
0

0
.0

%

3
0
2

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

注
．

生
存

事
案

・
自

殺
事

案
と

も
、

発
症

時
年

齢
5
9
歳

以
下

、
雇

用
形

態
が

正
社

員
で

あ
り

、
勤

務
先

の
従

業
員

規
模

1
0
人

以
上

の
事

案
に

限
定

し
て

集
計

し
て

い
る

。

決 定 時 疾 患 名

合
計

表
3
-
2
．

精
神

障
害

・
長

時
間

労
働

関
連

事
案

の
属

性
別

集
計

（
発

病
時

年
齢

別
、

生
存

・
自

殺
事

案
別

）
 N

=
4
2
2

生
存

事
案

自
殺

事
案
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n
%

n
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 双

極
性

感
情

障
害
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1
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つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
1
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 反

復
性

う
つ
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障
害
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 F
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 持
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性

気
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（
感

情
）
障

害
4
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%
0

0
.0
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3
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 そ

の
他

の
気

分
（
感

情
）
障

害
0

0
.0

%
1

0
.8
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 F
3
  

下
位

分
類

不
明

3
1
.0

%
1
0

8
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 F
4
1
 そ

の
他

の
不

安
障

害
1
1

3
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%
0

0
.0
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 F
4
3
.0

 急
性

ス
ト

レ
ス

反
応
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0
.0

%
1

0
.8
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 F
4
3
.1

 心
的

外
傷

後
ス

ト
レ

ス
障

害
5

1
.7

%
0

0
.0

%

 F
4
3
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 適
応

障
害

7
1

2
3
.5

%
4

3
.3

%

 F
4
3
.8

 そ
の

他
の

重
度

ス
ト

レ
ス

反
応

2
0
.7

%
1

0
.8

%

 F
4
3
以

下
の

下
位

分
類

不
明

3
1
.0

%
0

0
.0

%

 F
4
4
 解

離
性

（
転

換
性

）
障

害
5

1
.7

%
0

0
.0

%

 F
4
5
 身

体
表

現
性

障
害

5
1
.7

%
0

0
.0

%

 F
4
 下

位
分

類
不

明
7

2
.3

%
0

0
.0

%

 F
2
：
統

合
失

調
症

、
統

合
失

調
症

型
障

害
及

び
妄

想
性

障
害

4
1
.3

%
0

0
.0

%

3
0
2

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

注
．

生
存

事
案

・
自

殺
事

案
と

も
、

発
症

時
年

齢
5
9
歳

以
下

、
雇

用
形

態
が

正
社

員
で

あ
り

、
勤

務
先

の
従

業
員

規
模

1
0
人

以
上

の
事

案
に

限
定

し
て

集
計

し
て

い
る

。

決 定 時 疾 患 名

合
計

表
3
-
2
．

精
神

障
害

・
長

時
間

労
働

関
連

事
案

の
属

性
別

集
計

（
発

病
時

年
齢

別
、

生
存

・
自

殺
事

案
別

）
 N

=
4
2
2

生
存

事
案

自
殺

事
案

 

  表
4
．

精
神

障
害

・
長

時
間

労
働

関
連

事
案

の
認

定
事

実
内

訳
（
発

病
時

年
齢

別
、

生
存

・
死

亡
別

）
 N

=
4
2
2

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

1
1

2
0
.8

%
2
7

2
2
.3

%
1
7

2
0
.0

%
1
0

2
3
.2

%
6
5

2
1
.5

%
5

2
3
.8

%
8

2
5
.0

%
1
1

2
7
.5

%
1
0

3
7
.0

%
3
4

2
8
.3

%

3
0

5
6
.6

%
6
1

5
0
.4

%
4
6

5
4
.1

%
2
6

6
0
.5

%
1
6
3

5
4
.0

%
1
1

5
2
.4

%
1
6

5
0
.0

%
1
7

4
2
.5

%
1
3

4
8
.1

%
5
7

4
7
.5

%

1
5

仕
事

内
容

・
仕

事
量

の
（
大

き
な

）
変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

1
6

3
0
.2

%
2
8

2
3
.1

%
2
6

3
0
.6

%
1
2

2
7
.9

%
8
2

2
7
.2

%
9

4
2
.9

%
1
1

3
4
.4

%
8

2
0
.0

%
6

2
2
.2

%
3
4

2
8
.3

%

1
6

１
か

月
に

8
0
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
1
4

2
6
.4

%
3
2

2
6
.4

%
1
4

1
6
.5

%
1
0

2
3
.3

%
7
0

2
3
.2

%
2

9
.5

%
5

1
5
.6

%
4

1
0
.0

%
4

1
4
.8

%
1
5

1
2
.5

%

1
7

2
週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

3
5
.7

%
8

6
.6

%
8

9
.4

%
8

1
8
.6

%
2
7

8
.9

%
1

4
.8

%
2

6
.3

%
5

1
2
.5

%
3

1
1
.1

%
1
1

9
.2

%

1
3

2
4
.5

%
3
7

3
0
.6

%
2
5

2
9
.4

%
7

1
6
.3

%
8
2

2
7
.2

%
5

2
3
.8

%
9

2
8
.1

%
1
2

3
0
.0

%
6

2
2
.2

%
3
2

2
6
.7

%

5
3

1
0
0
.0

%
1
2
1

1
0
0
.0

%
8
5

1
0
0
.0

%
4
3

1
0
0
.0

%
3
0
2

1
0
0
.0

%
2
1

1
0
0
.0

%
3
2

1
0
0
.0

%
4
0

1
0
0
.0

%
2
7

1
0
0
.0

%
1
2
0

1
0
0
.0

%

注
1
．

特
別

な
出

来
事

と
具

体
的

出
来

事
が

重
複

し
て

い
る

事
例

も
あ

る
た

め
、

事
案

数
と

出
来

事
の

合
計

は
一

致
し

な
い

。
割

合
の

算
出

は
事

案
数

を
分

母
と

し
て

い
る

。

注
2
．

具
体

的
出

来
事

が
複

数
該

当
し

て
い

る
事

例
も

あ
る

。

注
3
．

生
存

事
案

・
自

殺
事

案
と

も
、

雇
用

形
態

が
正

社
員

で
あ

り
、

勤
務

先
の

従
業

員
規

模
1
0
人

以
上

の
事

案
に

限
定

し
て

集
計

。

注
4
．

「
仕

事
の

量
・
質

」
の

負
荷

強
度

が
「
強

」
の

事
案

の
う

ち
に

は
、

「
仕

事
の

量
・
質

」
に

関
わ

る
出

来
事

以
外

に
も

「
強

」
と

さ
れ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

ケ
ー

ス
も

含
ま

れ
る

が
、

本
表

に
は

そ
の

数
値

は
記

載
し

な
い

。

b
. 

「
仕

事
の

量
・
質

」
の

負
荷

強
度

が
「
強

」
の

事
案

c
.恒

常
的

長
時

間
労

働
に

よ
っ

て
負

荷
強

度
が

「
強

」
と

認
定

さ
れ

た
事

案

＊
「

強
」

と
認

定
さ

れ
た

「
仕

事
の

量
・

質
」

の
出

来
事

合
計

年
齢

計

生
存

事
案

自
殺

事
案

3
0
代

a
. 

特
別

な
出

来
事

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」
該

当
事

案

2
0
代

以
下

5
0
代

2
0
代

以
下

5
0
代

4
0
代

3
0
代

4
0
代

年
齢

計
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  表
5
．

「
恒

常
的

長
時

間
労

働
に

よ
っ

て
負

荷
強

度
が

「
強

」
と

認
定

さ
れ

た
事

案
」
に

お
い

て
、

認
定

さ
れ

た
具

体
的

出
来

事
（
発

病
時

年
齢

別
、

生
存

・
死

亡
別

）
 N

=
1
1
4

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
1
7

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
7

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
2
4

4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

4
1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
4

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
7

2
9
：
（
ひ

ど
い

）
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

9
4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

6
2
9
：
（
ひ

ど
い

）
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

1
3

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
3

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
4

4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

6

1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
8

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
5

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
1
1

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
3

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
3

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
6

8
：
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

7
2
9
：
（
ひ

ど
い

）
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

4
1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
1
0

5
：
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

2
4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

2
1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
5

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
6

8
：
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

9
5
：
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

2
5
：
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

4

注
1
．

年
齢

層
ご

と
に

、
該

当
す

る
事

案
数

が
多

い
具

体
的

出
来

事
（
恒

常
的

長
時

間
労

働
事

案
の

う
ち

1
0
％

以
上

の
事

案
で

認
定

さ
れ

た
出

来
事

）
の

み
掲

載
し

て
い

る
。

注
2
．

具
体

的
出

来
事

が
複

数
該

当
し

て
い

る
事

例
も

あ
る

。
ま

た
、

各
出

来
事

の
負

荷
強

度
の

識
別

は
し

て
い

な
い

。
注

3
．

恒
常

的
長

時
間

労
働

と
と

も
に

認
定

さ
れ

た
出

来
事

と
し

て
、

「
1
5
：
仕

事
内

容
・
仕

事
量

の
（
大

き
な

）
変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
「
1
6
：
1
か

月
に

8
0
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」
「
1
7
：
2
週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
が

挙
げ

ら
れ

る
ケ

ー
ス

も
あ

っ
た

が
、

こ
れ

ら
は

労
働

時
間

自
体

が
評

価
要

素
と

な
っ

て
い

る
項

目
で

あ
り

、
「
恒

常
的

長
時

間
労

働
に

よ
っ

て
生

じ
た

出
来

事
」
「
恒

常
的

長
時

間
労

働
が

引
き

起
こ

さ
れ

た
出

来
事

」
と

い
う

意
味

合
い

か
ら

離
れ

る
こ

と
か

ら
、

こ
こ

で
は

集
計

対
象

と
し

な
い

。
な

お
、

参
考

と
し

て
、

出
来

事
1
5
は

生
存

事
案

1
4
件

、
自

殺
事

案
7
件

、
出

来
事

1
6
は

生
存

事
案

3
件

、
自

殺
事

案
0
件

、
出

来
事

1
7
は

生
存

事
案

1
3

件
、

自
殺

事
案

4
件

が
該

当
す

る
。

年
齢

計
（
N

=
3
2
）

自
殺

事
案

生
存

事
案

年
齢

計
（
N

=
8
2
）

3
0
代

以
下

（
N

=
5
0
）

4
0
～

5
0
代

（
N

=
3
2
）

3
0
代

以
下

（
N

=
1
4
）

4
0
～

5
0
代

（
N

=
1
8
）
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  表
5
．

「
恒

常
的

長
時

間
労

働
に

よ
っ

て
負

荷
強

度
が

「
強

」
と

認
定

さ
れ

た
事

案
」
に

お
い

て
、

認
定

さ
れ

た
具

体
的

出
来

事
（
発

病
時

年
齢

別
、

生
存

・
死

亡
別

）
 N

=
1
1
4

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

認
定

さ
れ

た
出

来
事

件
数

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
1
7

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
7

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
2
4

4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

4
1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
4

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
7

2
9
：
（
ひ

ど
い

）
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

9
4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

6
2
9
：
（
ひ

ど
い

）
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

1
3

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
3

3
0
：
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
4

4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

6

1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
8

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
5

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
1
1

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
3

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
3

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
6

8
：
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

7
2
9
：
（
ひ

ど
い

）
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

4
1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
1
0

5
：
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

2
4
：
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

2
1
2
：
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
5

2
1
：
配

置
転

換
が

あ
っ

た
6

8
：
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

9
5
：
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

2
5
：
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

4

注
1
．

年
齢

層
ご

と
に

、
該

当
す

る
事

案
数

が
多

い
具

体
的

出
来

事
（
恒

常
的

長
時

間
労

働
事

案
の

う
ち

1
0
％

以
上

の
事

案
で

認
定

さ
れ

た
出

来
事

）
の

み
掲

載
し

て
い

る
。

注
2
．

具
体

的
出

来
事

が
複

数
該

当
し

て
い

る
事

例
も

あ
る

。
ま

た
、

各
出

来
事

の
負

荷
強

度
の

識
別

は
し

て
い

な
い

。
注

3
．

恒
常

的
長

時
間

労
働

と
と

も
に

認
定

さ
れ

た
出

来
事

と
し

て
、

「
1
5
：
仕

事
内

容
・
仕

事
量

の
（
大

き
な

）
変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
「
1
6
：
1
か

月
に

8
0
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」
「
1
7
：
2
週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
が

挙
げ

ら
れ

る
ケ

ー
ス

も
あ

っ
た

が
、

こ
れ

ら
は

労
働

時
間

自
体

が
評

価
要

素
と

な
っ

て
い

る
項

目
で

あ
り

、
「
恒

常
的

長
時

間
労

働
に

よ
っ

て
生

じ
た

出
来

事
」
「
恒

常
的

長
時

間
労

働
が

引
き

起
こ

さ
れ

た
出

来
事

」
と

い
う

意
味

合
い

か
ら

離
れ

る
こ

と
か

ら
、

こ
こ

で
は

集
計

対
象

と
し

な
い

。
な

お
、

参
考

と
し

て
、

出
来

事
1
5
は

生
存

事
案

1
4
件

、
自

殺
事

案
7
件

、
出

来
事

1
6
は

生
存

事
案

3
件

、
自

殺
事

案
0
件

、
出

来
事

1
7
は

生
存

事
案

1
3

件
、

自
殺

事
案

4
件

が
該

当
す

る
。

年
齢

計
（
N

=
3
2
）

自
殺

事
案

生
存

事
案

年
齢

計
（
N

=
8
2
）

3
0
代

以
下

（
N

=
5
0
）

4
0
～

5
0
代

（
N

=
3
2
）

3
0
代

以
下

（
N

=
1
4
）

4
0
～

5
0
代

（
N

=
1
8
）

 

  事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

1
 男

性
製

造
業

事
務

従
事

者
不

詳
10

～
19

年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
18

8
②

22
4

③
13

8

④
14

7
⑤

19
5

⑥
14

7

製
造

管
理

者
。

支
店

を
異

動
後

、
生

産
ラ

イ
ン

の
人

事
管

理
か

ら
加

工
の

実
務

ま
で

自
身

で
行

う
よ

う
に

な
り

、
長

時
間

労
働

が
常

態
化

し
た

と
い

う
。

ま
た

、
業

務
を

め
ぐ

っ
て

取
引

先
や

上
司

か
ら

叱
責

を
受

け
た

り
、

コ
ス

ト
削

減
の

た
め

増
加

し
た

業
務

を
休

日
出

勤
等

で
1人

で
こ

な
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
く

な
っ

た
と

も
述

べ
、

そ
う

し
た

過
重

な
業

務
が

主
要

な
発

病
要

因
と

認
識

し
て

い
る

。
連

日
早

朝
か

ら
深

夜
ま

で
の

勤
務

が
認

め
ら

れ
る

。
不

眠
、

食
欲

不
振

等
の

症
状

で
一

時
休

職
し

復
職

す
る

も
、

ま
た

長
時

間
労

働
に

な
り

、
再

び
体

調
不

良
で

出
勤

で
き

な
い

状
態

に
な

っ
た

と
い

う
。

2
 男

性
製

造
業

管
理

的
職

業
従

事
者

1社
の

み
20

年
以

上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

、
「

顧
客

や
取

引
先

か
ら

無
理

な
注

文
を

受
け

た
」

(中
)、

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(中

)

①
17

9
②

12
8

③
75

④
12

4
⑤

12
1

⑥
15

4

製
造

課
長

。
部

門
責

任
者

と
し

て
、

取
引

先
か

ら
の

無
理

な
受

注
量

と
納

期
で

追
い

込
ま

れ
る

。
生

産
能

力
を

超
え

る
受

注
、

厳
し

い
納

期
に

精
一

杯
対

応
し

て
き

た
が

、
対

応
し

き
れ

な
か

っ
た

と
述

べ
る

。
責

任
者

と
し

て
、

会
社

の
雇

用
を

守
る

た
め

、
注

文
を

ク
リ

ア
す

る
と

い
う

意
識

で
働

い
て

い
た

。
周

囲
も

、
当

人
の

仕
事

ぶ
り

に
対

す
る

評
価

は
高

く
、

ま
じ

め
で

一
生

懸
命

、
ス

ペ
シ

ャ
リ

ス
ト

と
し

、
工

場
の

中
で

一
番

長
い

時
間

働
い

て
い

た
こ

と
を

認
め

る
。

不
眠

、
動

悸
、

吐
き

気
、

体
重

減
少

な
ど

を
感

じ
て

い
た

が
、

あ
る

日
の

打
ち

合
わ

せ
中

、
脂

汗
と

め
ま

い
で

立
っ

て
い

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

、
周

り
の

人
に

支
え

ら
れ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

。
そ

れ
か

ら
3 日

間
仕

事
を

休
ん

だ
が

症
状

が
軽

快
し

な
い

た
め

、
医

療
機

関
を

受
診

し
、

休
職

に
。

休
職

後
、

社
長

が
顧

客
に

仕
事

を
断

り
、

そ
の

部
門

か
ら

撤
退

す
る

こ
と

を
決

め
た

。
妻

は
体

調
悪

化
を

心
配

し
て

い
た

が
、

当
人

が
会

社
の

こ
と

ば
か

り
気

に
し

て
い

た
の

で
、

病
院

に
行

く
こ

と
を

勧
め

ら
れ

な
か

っ
た

。

3
 男

性
情

報
通

信
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

1社
の

み
20

年
以

上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
20

8
②

10
0

③
19

④
8

⑤
11

⑥
0

新
聞

社
の

編
集

取
材

支
援

職
。

東
日

本
大

震
災

直
後

の
膨

大
な

業
務

量
に

よ
っ

て
不

眠
不

休
の

状
態

が
続

い
て

い
た

が
、

数
ヵ

月
後

の
業

務
が

落
ち

着
い

た
時

期
に

な
っ

て
、

精
神

的
・

肉
体

的
に

大
き

な
疲

労
を

自
覚

す
る

よ
う

に
な

っ
た

と
い

い
、

医
療

機
関

を
受

診
し

て
、

う
つ

病
と

診
断

さ
れ

た
。

不
眠

が
主

な
症

状
。

震
災

後
の

業
務

量
の

増
大

は
、

周
囲

も
同

じ
認

識
。

一
時

休
職

し
、

復
職

し
た

。
職

場
の

上
司

は
、

当
人

の
外

見
上

の
変

化
は

感
じ

な
か

っ
た

と
い

う
。

4
 男

性

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
4～

9年
目

F4
3.

2 
適

応
障

害

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
17

2
②

92
③

52

④
79

⑤
75

⑥
10

1

設
計

施
工

管
理

。
完

成
検

査
の

準
備

や
、

新
し

く
始

ま
っ

た
工

事
な

ど
、

複
数

の
仕

事
に

追
わ

れ
る

中
、

連
日

の
残

業
と

な
り

、
退

勤
が

深
夜

に
及

ぶ
こ

と
が

多
く

な
っ

た
と

い
い

、
身

体
的

限
界

を
超

え
た

過
重

労
働

が
発

病
要

因
と

述
べ

る
。

不
得

意
な

業
務

も
あ

る
中

、
処

理
し

き
れ

な
い

ほ
ど

仕
事

が
た

ま
り

、
精

神
的

に
追

い
込

ま
れ

た
と

も
い

う
。

同
僚

も
、

被
災

者
の

仕
事

の
進

捗
が

う
ま

く
い

っ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
を

認
識

。
不

眠
、

不
安

、
自

己
評

価
低

下
な

ど
の

症
状

が
出

て
、

医
療

機
関

を
受

診
し

た
。

受
診

後
、

上
司

に
「

こ
れ

以
上

仕
事

が
で

き
な

い
状

態
」

と
伝

え
、

休
職

に
。

5
 男

性
建

設
業

管
理

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
4～

9年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)
①

11
7

②
10

6
③

10
1

④
97

⑤
77

⑥
96

マ
ン

シ
ョ

ン
等

に
お

け
る

入
退

去
時

の
部

屋
修

繕
業

務
・

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

業
務

な
ど

の
現

場
管

理
を

担
当

。
修

繕
等

の
業

務
は

職
人

の
担

当
で

、
当

人
の

職
責

と
し

て
は

手
配

・
確

認
の

み
で

よ
か

っ
た

が
、

コ
ス

ト
削

減
の

た
め

自
身

で
修

繕
作

業
ま

で
行

い
、

手
を

抜
か

ず
に

や
っ

て
い

た
た

め
、

休
憩

や
休

日
を

と
る

こ
と

が
で

き
な

い
ほ

ど
忙

し
く

な
り

、
自

分
で

自
分

の
首

を
絞

め
る

結
果

に
な

っ
た

と
い

う
。

負
担

の
大

き
な

公
共

工
事

を
担

当
し

た
こ

と
が

発
病

の
直

接
の

き
っ

か
け

と
認

識
。

不
眠

、
焦

燥
、

抑
う

つ
な

ど
の

症
状

が
出

た
た

め
医

療
機

関
受

診
。

一
時

休
職

し
、

復
職

し
た

。
当

人
の

業
務

負
担

の
重

さ
に

つ
い

て
は

、
会

社
も

認
識

を
共

有
し

、
ア

ル
バ

イ
ト

を
付

け
る

な
ど

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

と
っ

た
が

、
公

共
工

事
の

担
当

で
業

務
負

担
が

い
っ

そ
う

重
く

な
っ

た
こ

と
を

認
め

る
。

表
6．

精
神

障
害

・
長

時
間

労
働

関
連

事
案

の
う

ち
50

代
・

生
存

事
案

（
N=

43
）

の
概

要

時
間
外
労
働

時
間
数
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 事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

6
 男

性
卸

売
業

・
小

売
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)
①

10
8

②
90

③
80

④
71

⑤
79

⑥
95

菓
子

製
造

販
売

業
の

営
業

（
課

長
）

。
組

織
変

更
に

伴
い

担
当

す
る

顧
客

数
が

増
加

し
、

事
務

処
理

が
増

え
た

こ
と

、
発

注
漏

れ
が

あ
り

苦
情

対
応

が
必

要
だ

っ
た

こ
と

な
ど

か
ら

長
時

間
労

働
に

な
っ

た
と

す
る

。
業

務
量

増
加

の
負

荷
に

加
え

、
人

員
補

充
な

ど
の

会
社

の
サ

ポ
ー

ト
が

不
足

し
て

い
た

こ
と

を
訴

え
る

。
気

分
の

落
ち

込
み

、
不

眠
な

ど
が

あ
っ

た
た

め
通

院
し

て
い

た
が

、
休

職
に

な
っ

た
。

会
社

は
、

当
人

が
業

務
量

の
増

加
や

苦
情

対
応

に
追

わ
れ

て
い

た
こ

と
を

認
め

る
が

、
課

長
の

通
常

の
業

務
は

ほ
と

ん
ど

自
己

管
理

で
あ

る
と

も
い

う
。

7
 男

性
卸

売
業

・
小

売
業

管
理

的
職

業
従

事
者

2社
20

年
以

上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

(ひ
ど

い
)嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

」
(中

)

①
15

6
②

83
③

27

④
4

⑤
95

⑥
22

営
業

所
長

。
施

工
管

理
業

務
の

増
加

で
、

通
常

の
数

倍
に

及
ぶ

業
務

量
を

1人
で

担
当

し
た

こ
と

と
、

工
期

ま
で

に
工

事
を

完
了

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

に
よ

っ
て

、
長

時
間

労
働

に
な

り
、

発
病

し
た

と
述

べ
る

。
実

際
、

2つ
の

現
場

を
工

期
に

間
に

合
わ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

の
中

、
そ

の
施

工
管

理
等

の
た

め
に

長
時

間
労

働
を

行
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

加
え

て
、

で
き

な
い

な
ら

役
職

を
降

り
ろ

と
上

司
か

ら
言

わ
れ

た
こ

と
に

我
慢

で
き

ず
言

葉
を

返
し

、
そ

の
後

、
降

格
に

な
っ

た
事

実
も

認
め

ら
れ

る
。

8
 女

性

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目

F4
1 

そ
の

他
の

不
安

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
(ひ

ど
い

)嫌
が

ら
せ

、
い

じ
め

、
又

は
暴

行
を

受
け

た
」

(中
)

①
6

②
8

③
13

④
7

⑤
57

⑥
11

0

観
光

施
設

の
食

堂
責

任
者

。
上

司
か

ら
の

継
続

的
な

嫌
が

ら
せ

行
為

の
ほ

か
、

観
光

客
増

加
に

と
も

な
う

業
務

量
増

加
が

要
因

と
訴

え
る

。
一

時
期

、
1か

月
以

上
の

連
続

勤
務

が
認

め
ら

れ
る

。
上

司
に

よ
る

無
視

等
の

嫌
が

ら
せ

行
為

に
つ

い
て

は
、

当
上

司
は

否
定

も
、

同
僚

聴
取

か
ら

事
実

と
認

め
ら

れ
た

。
連

続
勤

務
の

時
期

が
過

ぎ
た

後
、

体
調

の
悪

化
を

自
覚

。
家

に
帰

っ
て

も
仕

事
の

こ
と

ば
か

り
考

え
る

よ
う

に
な

り
、

職
場

へ
の

不
満

や
将

来
へ

の
不

安
が

現
れ

、
情

緒
が

安
定

せ
ず

、
同

僚
に

勧
め

ら
れ

て
医

療
機

関
を

受
診

し
た

。

9
 男

性
教

育
，

学
習

支
援

業
管

理
的

職
業

従
事

者
3社

以
上

4～
9年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

」
(弱

)、
「

顧
客

や
取

引
先

か
ら

ク
レ

ー
ム

を
受

け
た

」
(中

)、
「

仕
事

内
容

・
仕

事
量

の
(大

き
な

)変
化

を
生

じ
さ

せ
る

出
来

事
が

あ
っ

た
」

(中
)、

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(弱

)

①
10

1
②

-
③

-

④
-

⑤
-

⑥
-

学
校

教
諭

（
副

校
長

）
。

生
徒

間
の

い
じ

め
問

題
が

発
生

し
保

護
者

対
応

を
行

っ
た

こ
と

、
体

制
の

変
更

に
よ

る
副

校
長

へ
の

業
務

集
中

な
ど

を
発

病
要

因
と

述
べ

る
。

保
護

者
会

・
面

談
な

ど
の

ク
レ

ー
ム

対
応

、
寮

管
理

体
制

の
変

更
が

重
な

っ
た

こ
と

で
、

長
時

間
労

働
に

な
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

休
日

も
仕

事
の

こ
と

が
頭

か
ら

離
れ

ず
。

当
人

の
業

務
負

担
に

つ
い

て
は

同
僚

も
認

識
を

共
有

。
他

者
配

慮
性

、
強

い
使

命
感

、
自

責
感

が
あ

り
、

職
責

を
果

た
そ

う
と

す
る

中
で

発
病

に
至

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
い

う
、

初
診

時
の

医
師

所
見

が
認

め
ら

れ
る

。
受

診
経

緯
は

不
明

。

10
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

20
年

以
上

F3
1 

双
極

性
感

情
障

害

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(中
)、

「
複

数
名

で
担

当
し

て
い

た
業

務
を

１
人

で
担

当
す

る
よ

う
に

な
っ

た
」

(中
)

①
13

1
②

10
1

③
11

2

④
10

7
⑤

56
⑥

63

ホ
テ

ル
の

調
理

師
。

同
僚

が
休

職
、

退
職

し
、

人
手

不
足

と
な

る
中

、
和

食
調

理
の

担
当

が
自

分
1人

の
み

で
、

多
忙

を
極

め
、

体
調

を
崩

し
て

も
休

め
な

か
っ

た
と

述
べ

る
。

急
性

胃
炎

、
立

ち
眩

み
、

包
丁

で
指

を
切

る
な

ど
が

あ
っ

て
も

休
め

な
か

っ
た

と
い

う
。

人
員

不
足

の
職

場
で

は
、

イ
ラ

イ
ラ

し
て

同
僚

と
ト

ラ
ブ

ル
も

あ
っ

た
。

し
だ

い
に

不
眠

、
イ

ラ
イ

ラ
、

「
死

に
た

い
」

と
い

う
気

持
ち

が
強

く
な

っ
た

。
退

職
す

る
こ

と
に

な
っ

た
が

、
そ

の
後

医
療

機
関

を
受

診
し

、
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
た

。
周

囲
は

、
同

僚
休

職
で

負
担

が
増

加
し

た
こ

と
は

認
め

る
が

、
当

人
は

1人
で

仕
事

を
抱

え
込

む
と

こ
ろ

が
あ

っ
た

、
周

囲
と

の
協

力
関

係
が

築
け

ず
孤

立
し

て
い

た
と

も
指

摘
す

る
。

11
 男

性
製

造
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
14

0
②

15
4

③
10

6

④
89

⑤
62

⑥
72

製
麺

業
に

お
け

る
品

質
管

理
の

責
任

者
。

会
社

の
方

針
で

人
員

削
減

の
中

、
別

の
課

の
業

務
責

任
者

も
兼

務
す

る
こ

と
に

。
仕

事
量

が
膨

大
で

、
期

限
内

に
仕

事
を

間
に

合
わ

せ
る

た
め

に
休

日
返

上
で

仕
事

を
し

た
結

果
、

長
時

間
残

業
に

な
っ

た
と

述
べ

る
。

自
分

の
感

情
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

で
き

な
く

な
り

、
死

ん
で

し
ま

う
の

で
は

な
い

か
と

思
い

、
医

療
機

関
を

受
診

し
た

と
い

う
。

職
場

の
同

僚
も

、
当

人
が

忙
し

か
っ

た
事

実
を

認
め

る
が

、
休

み
を

取
る

よ
う

に
言

っ
て

も
、

後
輩

に
仕

事
を

教
え

て
任

せ
る

こ
と

を
し

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
取

れ
な

か
っ

た
も

の
と

認
識

し
て

い
た

。
業

務
上

の
ミ

ス
か

ら
上

司
に

叱
ら

れ
た

事
実

も
認

め
ら

れ
る

。

時
間
外
労
働

時
間
数

176



 

 事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

6
 男

性
卸

売
業

・
小

売
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)
①

10
8

②
90

③
80

④
71

⑤
79

⑥
95

菓
子

製
造

販
売

業
の

営
業

（
課

長
）

。
組

織
変

更
に

伴
い

担
当

す
る

顧
客

数
が

増
加

し
、

事
務

処
理

が
増

え
た

こ
と

、
発

注
漏

れ
が

あ
り

苦
情

対
応

が
必

要
だ

っ
た

こ
と

な
ど

か
ら

長
時

間
労

働
に

な
っ

た
と

す
る

。
業

務
量

増
加

の
負

荷
に

加
え

、
人

員
補

充
な

ど
の

会
社

の
サ

ポ
ー

ト
が

不
足

し
て

い
た

こ
と

を
訴

え
る

。
気

分
の

落
ち

込
み

、
不

眠
な

ど
が

あ
っ

た
た

め
通

院
し

て
い

た
が

、
休

職
に

な
っ

た
。

会
社

は
、

当
人

が
業

務
量

の
増

加
や

苦
情

対
応

に
追

わ
れ

て
い

た
こ

と
を

認
め

る
が

、
課

長
の

通
常

の
業

務
は

ほ
と

ん
ど

自
己

管
理

で
あ

る
と

も
い

う
。

7
 男

性
卸

売
業

・
小

売
業

管
理

的
職

業
従

事
者

2社
20

年
以

上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

(ひ
ど

い
)嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

」
(中

)

①
15

6
②

83
③

27

④
4

⑤
95

⑥
22

営
業

所
長

。
施

工
管

理
業

務
の

増
加

で
、

通
常

の
数

倍
に

及
ぶ

業
務

量
を

1人
で

担
当

し
た

こ
と

と
、

工
期

ま
で

に
工

事
を

完
了

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

に
よ

っ
て

、
長

時
間

労
働

に
な

り
、

発
病

し
た

と
述

べ
る

。
実

際
、

2つ
の

現
場

を
工

期
に

間
に

合
わ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

の
中

、
そ

の
施

工
管

理
等

の
た

め
に

長
時

間
労

働
を

行
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

加
え

て
、

で
き

な
い

な
ら

役
職

を
降

り
ろ

と
上

司
か

ら
言

わ
れ

た
こ

と
に

我
慢

で
き

ず
言

葉
を

返
し

、
そ

の
後

、
降

格
に

な
っ

た
事

実
も

認
め

ら
れ

る
。

8
 女

性

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目

F4
1 

そ
の

他
の

不
安

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
(ひ

ど
い

)嫌
が

ら
せ

、
い

じ
め

、
又

は
暴

行
を

受
け

た
」

(中
)

①
6

②
8

③
13

④
7

⑤
57

⑥
11

0

観
光

施
設

の
食

堂
責

任
者

。
上

司
か

ら
の

継
続

的
な

嫌
が

ら
せ

行
為

の
ほ

か
、

観
光

客
増

加
に

と
も

な
う

業
務

量
増

加
が

要
因

と
訴

え
る

。
一

時
期

、
1か

月
以

上
の

連
続

勤
務

が
認

め
ら

れ
る

。
上

司
に

よ
る

無
視

等
の

嫌
が

ら
せ

行
為

に
つ

い
て

は
、

当
上

司
は

否
定

も
、

同
僚

聴
取

か
ら

事
実

と
認

め
ら

れ
た

。
連

続
勤

務
の

時
期

が
過

ぎ
た

後
、

体
調

の
悪

化
を

自
覚

。
家

に
帰

っ
て

も
仕

事
の

こ
と

ば
か

り
考

え
る

よ
う

に
な

り
、

職
場

へ
の

不
満

や
将

来
へ

の
不

安
が

現
れ

、
情

緒
が

安
定

せ
ず

、
同

僚
に

勧
め

ら
れ

て
医

療
機

関
を

受
診

し
た

。

9
 男

性
教

育
，

学
習

支
援

業
管

理
的

職
業

従
事

者
3社

以
上

4～
9年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

」
(弱

)、
「

顧
客

や
取

引
先

か
ら

ク
レ

ー
ム

を
受

け
た

」
(中

)、
「

仕
事

内
容

・
仕

事
量

の
(大

き
な

)変
化

を
生

じ
さ

せ
る

出
来

事
が

あ
っ

た
」

(中
)、

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(弱

)

①
10

1
②

-
③

-

④
-

⑤
-

⑥
-

学
校

教
諭

（
副

校
長

）
。

生
徒

間
の

い
じ

め
問

題
が

発
生

し
保

護
者

対
応

を
行

っ
た

こ
と

、
体

制
の

変
更

に
よ

る
副

校
長

へ
の

業
務

集
中

な
ど

を
発

病
要

因
と

述
べ

る
。

保
護

者
会

・
面

談
な

ど
の

ク
レ

ー
ム

対
応

、
寮

管
理

体
制

の
変

更
が

重
な

っ
た

こ
と

で
、

長
時

間
労

働
に

な
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

休
日

も
仕

事
の

こ
と

が
頭

か
ら

離
れ

ず
。

当
人

の
業

務
負

担
に

つ
い

て
は

同
僚

も
認

識
を

共
有

。
他

者
配

慮
性

、
強

い
使

命
感

、
自

責
感

が
あ

り
、

職
責

を
果

た
そ

う
と

す
る

中
で

発
病

に
至

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
い

う
、

初
診

時
の

医
師

所
見

が
認

め
ら

れ
る

。
受

診
経

緯
は

不
明

。

10
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

20
年

以
上

F3
1 

双
極

性
感

情
障

害

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(中
)、

「
複

数
名

で
担

当
し

て
い

た
業

務
を

１
人

で
担

当
す

る
よ

う
に

な
っ

た
」

(中
)

①
13

1
②

10
1

③
11

2

④
10

7
⑤

56
⑥

63

ホ
テ

ル
の

調
理

師
。

同
僚

が
休

職
、

退
職

し
、

人
手

不
足

と
な

る
中

、
和

食
調

理
の

担
当

が
自

分
1人

の
み

で
、

多
忙

を
極

め
、

体
調

を
崩

し
て

も
休

め
な

か
っ

た
と

述
べ

る
。

急
性

胃
炎

、
立

ち
眩

み
、

包
丁

で
指

を
切

る
な

ど
が

あ
っ

て
も

休
め

な
か

っ
た

と
い

う
。

人
員

不
足

の
職

場
で

は
、

イ
ラ

イ
ラ

し
て

同
僚

と
ト

ラ
ブ

ル
も

あ
っ

た
。

し
だ

い
に

不
眠

、
イ

ラ
イ

ラ
、

「
死

に
た

い
」

と
い

う
気

持
ち

が
強

く
な

っ
た

。
退

職
す

る
こ

と
に

な
っ

た
が

、
そ

の
後

医
療

機
関

を
受

診
し

、
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
た

。
周

囲
は

、
同

僚
休

職
で

負
担

が
増

加
し

た
こ

と
は

認
め

る
が

、
当

人
は

1人
で

仕
事

を
抱

え
込

む
と

こ
ろ

が
あ

っ
た

、
周

囲
と

の
協

力
関

係
が

築
け

ず
孤

立
し

て
い

た
と

も
指

摘
す

る
。

11
 男

性
製

造
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
14

0
②

15
4

③
10

6

④
89

⑤
62

⑥
72

製
麺

業
に

お
け

る
品

質
管

理
の

責
任

者
。

会
社

の
方

針
で

人
員

削
減

の
中

、
別

の
課

の
業

務
責

任
者

も
兼

務
す

る
こ

と
に

。
仕

事
量

が
膨

大
で

、
期

限
内

に
仕

事
を

間
に

合
わ

せ
る

た
め

に
休

日
返

上
で

仕
事

を
し

た
結

果
、

長
時

間
残

業
に

な
っ

た
と

述
べ

る
。

自
分

の
感

情
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

で
き

な
く

な
り

、
死

ん
で

し
ま

う
の

で
は

な
い

か
と

思
い

、
医

療
機

関
を

受
診

し
た

と
い

う
。

職
場

の
同

僚
も

、
当

人
が

忙
し

か
っ

た
事

実
を

認
め

る
が

、
休

み
を

取
る

よ
う

に
言

っ
て

も
、

後
輩

に
仕

事
を

教
え

て
任

せ
る

こ
と

を
し

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
取

れ
な

か
っ

た
も

の
と

認
識

し
て

い
た

。
業

務
上

の
ミ

ス
か

ら
上

司
に

叱
ら

れ
た

事
実

も
認

め
ら

れ
る

。

時
間
外
労
働

時
間
数

 

 事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

12
 女

性
医

療
，

福
祉

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
17

1
②

15
5

③
19

1

④
23

4
⑤

22
6

⑥
16

3

医
療

機
関

の
看

護
師

。
様

々
な

役
職

を
兼

務
し

、
新

事
業

の
立

ち
上

げ
、

準
備

作
業

で
、

長
時

間
労

働
に

。
同

時
期

に
上

司
か

ら
、

厳
し

い
言

葉
に

よ
る

プ
レ

ッ
シ

ャ
ー

も
か

け
ら

れ
て

い
た

。
会

社
は

、
当

人
が

毎
日

の
よ

う
に

夜
遅

く
ま

で
残

業
し

て
い

た
こ

と
を

認
め

る
が

、
早

く
帰

る
よ

う
に

言
っ

て
も

、
当

人
が

自
分

の
意

思
で

残
業

し
て

書
類

作
成

な
ど

を
し

て
い

た
と

述
べ

る
。

血
圧

上
昇

、
胸

痛
、

不
安

感
、

恐
怖

心
な

ど
の

症
状

が
出

て
、

循
環

器
科

を
受

診
す

る
も

異
常

な
く

、
心

療
内

科
・

精
神

科
を

勧
め

ら
れ

て
受

診
。

13
 男

性

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

4～
9年

目
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
12

7
②

29
③

85

④
77

⑤
22

8
⑥

24

食
事

・
宿

泊
施

設
に

お
け

る
調

理
責

任
者

。
長

時
間

労
働

で
休

日
も

と
れ

な
い

過
酷

な
働

き
方

に
よ

り
、

心
身

と
も

に
限

界
を

超
え

た
こ

と
、

上
司

に
よ

る
意

見
の

押
し

付
け

が
発

病
要

因
と

述
べ

る
。

拘
束

時
間

は
5時

台
か

ら
19

時
頃

に
ま

で
及

び
、

休
日

も
な

か
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

同
僚

に
よ

る
と

、
休

む
よ

う
に

言
っ

て
も

、
食

中
毒

発
生

の
危

険
な

ど
か

ら
、

当
人

が
責

任
者

と
し

て
周

囲
に

仕
事

を
ま

か
せ

ら
れ

な
い

と
し

て
休

ま
な

か
っ

た
と

い
う

。
朝

か
ら

疲
れ

が
あ

り
、

休
息

時
間

を
確

保
し

た
い

た
め

に
職

場
に

泊
ま

り
込

む
よ

う
に

な
っ

た
が

、
よ

く
眠

れ
ず

、
常

時
覚

醒
の

状
態

に
な

り
、

さ
ら

に
疲

れ
や

す
く

な
っ

た
。

ま
た

、
当

人
の

パ
ワ

ハ
ラ

に
対

し
同

僚
か

ら
訴

え
が

あ
り

、
上

司
か

ら
業

務
指

導
が

な
さ

れ
た

事
実

も
あ

る
。

病
院

に
行

か
な

け
れ

ば
と

い
う

思
い

が
常

に
あ

り
、

イ
ラ

イ
ラ

や
独

り
言

が
伝

わ
っ

た
同

僚
か

ら
も

受
診

を
勧

め
ら

れ
る

。
業

務
の

都
合

が
つ

い
た

日
に

受
診

。

14
 男

性
製

造
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

1社
の

み
20

年
以

上
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)
①

62
②

12
0

③
12

3

④
48

⑤
46

⑥
11

0

開
発

設
計

業
務

の
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
。

配
置

転
換

や
、

頼
り

に
し

て
い

た
上

司
の

異
動

が
あ

る
中

で
、

取
引

先
に

お
い

て
重

要
な

設
計

業
務

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

っ
た

こ
と

、
東

日
本

大
震

災
に

よ
る

欠
品

対
応

業
務

に
追

わ
れ

た
こ

と
が

負
荷

に
な

っ
た

と
申

述
。

頭
痛

、
腹

痛
、

下
痢

な
ど

の
症

状
が

続
き

、
体

調
不

良
を

上
司

に
相

談
。

産
業

医
と

面
談

、
休

職
し

、
数

ヵ
月

後
に

職
場

復
帰

し
た

。
被

災
者

の
業

務
負

担
の

重
さ

、
忙

し
さ

に
つ

い
て

、
職

場
の

上
司

・
同

僚
も

認
識

を
共

有
す

る
。

15
 男

性
運

輸
業

，
郵

便
業

運
搬

・
清

掃
・

包
装

等
従

事
者

1社
の

み
20

年
以

上
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
17

1
②

30
③

21

④
21

⑤
67

⑥
27

貨
物

運
送

事
業

の
事

務
職

。
異

動
後

に
時

間
外

労
働

が
大

幅
に

増
加

し
、

疲
労

の
蓄

積
と

睡
眠

不
足

が
あ

っ
て

発
病

し
た

と
い

う
。

ま
た

、
上

司
か

ら
業

務
に

関
し

て
頻

繁
に

叱
責

を
受

け
て

い
た

こ
と

、
達

成
困

難
な

営
業

目
標

を
課

せ
ら

れ
て

い
た

こ
と

も
精

神
的

な
重

圧
に

な
っ

た
と

述
べ

る
。

会
社

は
、

営
業

目
標

に
つ

い
て

、
未

達
成

時
の

ペ
ナ

ル
テ

ィ
が

な
い

な
ど

ノ
ル

マ
と

は
言

え
ず

、
叱

責
も

業
務

に
関

す
る

注
意

・
指

導
で

、
業

務
の

範
囲

を
逸

脱
し

た
言

動
は

な
い

と
す

る
。

頭
の

重
さ

、
手

の
し

び
れ

な
ど

の
症

状
か

ら
、

内
科

を
受

診
す

る
も

異
常

が
な

く
、

以
前

受
診

し
た

こ
と

の
あ

る
心

療
内

科
を

受
診

。
休

職
し

、
翌

月
に

職
場

復
帰

も
、

症
状

悪
化

し
て

再
度

休
職

に
。

役
職

を
外

し
て

も
ら

い
職

場
復

帰
し

た
。

16
 男

性

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

保
安

職
業

従
事

者
2社

10
～

19
年

目
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

配
置

転
換

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
10

8
②

98
③

96

④
10

9
⑤

12
2

⑥
99

警
備

員
。

勤
務

場
所

（
警

備
担

当
地

区
）

の
変

更
が

あ
っ

た
。

長
時

間
労

働
に

加
え

、
悪

臭
の

な
か

出
動

待
機

し
咳

な
ど

の
体

調
不

良
が

発
生

し
た

こ
と

、
待

機
中

に
見

知
ら

ぬ
人

か
ら

の
脅

迫
と

い
っ

た
体

験
も

あ
っ

て
精

神
的

不
調

に
な

っ
た

と
述

べ
る

。
会

社
の

事
実

認
識

で
は

、
待

機
場

所
に

悪
臭

は
な

く
、

配
置

転
換

後
の

業
務

内
容

も
大

き
く

変
わ

ら
な

い
と

す
る

。
労

働
時

間
は

、
夜

勤
が

主
で

、
徹

夜
明

け
勤

務
も

あ
り

、
待

機
時

間
が

長
い

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。
胸

痛
で

内
科

受
診

も
異

常
な

し
と

な
る

が
、

そ
の

後
も

胸
痛

・
頭

痛
が

続
き

、
会

社
を

休
ん

だ
り

す
る

な
か

、
メ

ン
タ

ル
ク

リ
ニ

ッ
ク

を
受

診
。

そ
の

後
休

職
と

な
る

。

17
 男

性

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

管
理

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
10

～
19

年
目

F4
3.

2 
適

応
障

害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)
①

21
②

23
③

13
5

④
24

⑤
45

⑥
31

警
備

業
副

部
長

。
そ

れ
ま

で
の

業
務

と
は

全
く

異
な

る
業

務
を

指
示

さ
れ

、
そ

の
中

に
は

入
院

し
て

い
た

会
社

幹
部

の
付

き
添

い
対

応
も

多
く

含
ま

れ
た

。
勤

務
時

間
帯

も
、

そ
れ

ま
で

の
日

中
勤

務
か

ら
、

夜
間

勤
務

を
含

む
シ

フ
ト

に
変

更
に

な
る

な
ど

、
業

務
の

時
間

帯
、

業
務

内
容

が
大

き
く

変
わ

り
、

不
慣

れ
な

業
務

の
た

め
、

疲
労

が
著

し
か

っ
た

と
述

べ
る

。
当

の
会

社
幹

部
か

ら
暴

言
を

浴
び

せ
ら

れ
続

け
た

こ
と

も
負

荷
に

な
っ

た
と

申
述

。
不

眠
、

気
分

の
落

ち
込

み
等

が
あ

り
、

自
ら

メ
ン

タ
ル

ク
リ

ニ
ッ

ク
を

予
約

し
て

受
診

し
た

。

時
間
外
労
働

時
間
数

177



 

  事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

18
 女

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(中

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(強
)

①
72

②
80

③
57

④
33

⑤
44

⑥
35

保
養

所
の

管
理

責
任

者
（

常
駐

1人
の

み
）

。
日

勤
勤

務
か

ら
夜

勤
勤

務
に

転
属

。
夜

間
勤

務
が

続
い

た
り

、
日

勤
勤

務
も

重
ね

て
あ

る
日

も
あ

っ
た

こ
と

で
、

休
息

時
間

が
少

な
く

な
り

、
精

神
的

に
疲

れ
て

し
ま

っ
た

と
述

べ
る

。
ま

た
、

東
日

本
大

震
災

以
降

、
他

の
保

養
所

で
の

手
伝

い
業

務
も

す
る

こ
と

と
な

り
、

仕
事

量
が

増
加

し
た

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。
め

ま
い

、
吐

き
気

な
ど

か
ら

内
科

を
受

診
す

る
も

、
内

科
医

師
か

ら
精

神
科

受
診

を
勧

め
ら

れ
、

そ
こ

で
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
る

。

19
 男

性

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

保
安

職
業

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

自
分

の
昇

格
・

昇
進

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
17

②
18

③
96

④
12

4
⑤

35
⑥

77

警
備

員
。

連
続

勤
務

。
警

備
課

長
に

昇
格

し
、

職
責

に
あ

た
る

一
つ

一
つ

の
業

務
に

大
き

な
負

担
。

業
務

を
で

き
る

人
が

他
に

い
な

い
の

で
、

精
神

的
・

肉
体

的
に

大
き

な
負

担
を

感
じ

な
が

ら
勤

務
し

て
い

た
と

申
述

。
就

寝
中

に
、

不
安

、
焦

り
、

動
悸

に
襲

わ
れ

、
体

全
体

が
震

え
、

身
体

が
動

か
な

く
な

っ
て

し
ま

っ
た

こ
と

か
ら

、
医

療
機

関
を

受
診

。
会

社
の

認
識

で
は

、
課

長
と

い
う

職
責

に
照

ら
せ

ば
通

常
の

業
務

内
容

で
、

特
に

過
重

と
い

う
認

識
は

な
い

。
ま

た
、

当
人

に
の

み
負

荷
が

偏
っ

て
い

た
と

い
う

認
識

も
な

い
。

20
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
13

5
②

12
9

③
17

0

④
15

3
⑤

76
⑥

11
4

ホ
テ

ル
の

製
菓

部
門

責
任

者
と

し
て

採
用

さ
れ

た
が

、
上

司
の

指
示

が
あ

い
ま

い
で

、
行

事
日

程
を

一
方

的
に

決
め

ら
れ

た
上

に
責

任
を

押
し

付
け

ら
れ

た
こ

と
で

、
長

時
間

労
働

に
な

り
、

休
暇

を
取

れ
な

か
っ

た
と

い
う

。
棚

卸
作

業
に

つ
い

て
の

、
上

司
か

ら
の

教
示

・
サ

ポ
ー

ト
が

不
足

し
て

い
た

こ
と

も
負

荷
だ

っ
た

と
述

べ
る

。
職

場
の

上
司

は
、

職
歴

か
ら

見
て

当
人

が
そ

の
業

務
を

で
き

る
も

の
と

判
断

し
て

採
用

し
て

お
り

、
ま

た
、

適
宜

サ
ポ

ー
ト

も
な

さ
れ

て
い

た
と

い
う

。
頭

痛
、

不
眠

、
吐

き
気

、
不

安
感

が
強

く
な

っ
た

末
、

自
殺

未
遂

を
図

り
、

警
察

に
保

護
さ

れ
た

こ
と

を
き

っ
か

け
に

精
神

科
を

受
診

。

21
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

1～
3年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
19

9
②

-
③

-

④
-

⑤
-

⑥
-

飲
食

業
の

調
理

。
転

職
直

後
。

拘
束

時
間

が
長

く
、

食
事

や
睡

眠
を

ほ
と

ん
ど

取
れ

な
い

状
況

で
、

う
つ

病
の

症
状

が
悪

化
し

た
と

述
べ

る
。

同
月

に
退

職
。

6時
か

ら
23

時
頃

ま
で

、
ほ

ぼ
休

み
な

く
業

務
が

あ
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

前
職

在
籍

時
に

う
つ

病
の

診
断

を
受

け
て

、
そ

の
後

退
職

し
て

い
る

。
前

職
退

職
時

は
症

状
改

善
も

、
転

職
後

、
集

中
力

や
意

欲
の

低
下

、
睡

眠
障

害
が

顕
著

に
な

っ
た

。

22
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

1～
3年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(弱

)、
「

１
か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
(ひ

ど
い

)嫌
が

ら
せ

、
い

じ
め

、
又

は
暴

行
を

受
け

た
」

( 弱
)

①
15

6
②

16
1

③
11

0

④
15

6
⑤

18
3

⑥
16

2

旅
館

の
副

料
理

長
。

料
理

長
の

嫌
が

ら
せ

と
長

時
間

労
働

が
発

病
要

因
と

認
識

。
料

理
長

か
ら

叱
責

を
受

け
る

よ
う

に
な

っ
て

以
降

、
そ

れ
が

頭
に

残
り

ミ
ス

を
繰

り
返

す
よ

う
に

な
り

、
同

僚
の

目
も

冷
た

く
な

る
中

、
自

信
を

失
っ

て
仕

事
が

手
に

つ
か

な
く

な
り

、
あ

る
日

職
場

か
ら

自
宅

に
逃

げ
帰

っ
た

と
述

べ
る

。
自

ら
医

療
機

関
を

受
診

し
、

う
つ

病
と

診
断

さ
れ

る
。

な
お

、
出

勤
日

は
朝

7時
前

か
ら

夜
20

時
ま

で
の

長
い

拘
束

時
間

で
、

休
日

は
週

1日
の

み
の

状
態

が
続

い
て

い
た

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。

23
 女

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
不

詳
1～

3年
目

F4
3.

2 
適

応
障

害

「
悲

惨
な

事
故

や
災

害
の

体
験

、
目

撃
を

し
た

」
(弱

)、
「

１
か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
」

(弱
)

①
12

8
②

13
4

③
12

4

④
-

⑤
-

⑥
-

旅
館

業
の

接
客

業
務

。
事

業
主

か
ら

激
し

く
怒

鳴
ら

れ
る

事
件

が
あ

っ
た

こ
と

が
発

病
の

き
っ

か
け

と
い

う
。

叱
責

の
際

に
肘

で
つ

つ
か

れ
た

り
、

袖
を

引
っ

張
ら

れ
た

り
し

た
な

ど
の

セ
ク

ハ
ラ

・
パ

ワ
ハ

ラ
行

為
が

あ
っ

た
こ

と
と

、
長

時
間

労
働

を
発

病
要

因
と

訴
え

る
。

一
日

の
拘

束
時

間
は

朝
6時

か
ら

20
時

ま
で

と
長

く
、

加
え

て
、

勤
務

先
の

事
情

で
休

み
が

不
規

則
で

あ
っ

た
と

推
察

さ
れ

、
連

続
勤

務
が

多
い

状
況

が
認

め
ら

れ
る

。
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
職

場
で

は
事

実
関

係
を

裏
付

け
る

証
言

は
得

ら
れ

て
い

な
い

が
、

事
業

主
の

激
し

い
性

格
は

認
め

ら
れ

る
。

時
間
外
労
働

時
間
数
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  事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

18
 女

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(中

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(強
)

①
72

②
80

③
57

④
33

⑤
44

⑥
35

保
養

所
の

管
理

責
任

者
（

常
駐

1人
の

み
）

。
日

勤
勤

務
か

ら
夜

勤
勤

務
に

転
属

。
夜

間
勤

務
が

続
い

た
り

、
日

勤
勤

務
も

重
ね

て
あ

る
日

も
あ

っ
た

こ
と

で
、

休
息

時
間

が
少

な
く

な
り

、
精

神
的

に
疲

れ
て

し
ま

っ
た

と
述

べ
る

。
ま

た
、

東
日

本
大

震
災

以
降

、
他

の
保

養
所

で
の

手
伝

い
業

務
も

す
る

こ
と

と
な

り
、

仕
事

量
が

増
加

し
た

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。
め

ま
い

、
吐

き
気

な
ど

か
ら

内
科

を
受

診
す

る
も

、
内

科
医

師
か

ら
精

神
科

受
診

を
勧

め
ら

れ
、

そ
こ

で
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
る

。

19
 男

性

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

保
安

職
業

従
事

者
3社

以
上

10
～

19
年

目
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

自
分

の
昇

格
・

昇
進

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
17

②
18

③
96

④
12

4
⑤

35
⑥

77

警
備

員
。

連
続

勤
務

。
警

備
課

長
に

昇
格

し
、

職
責

に
あ

た
る

一
つ

一
つ

の
業

務
に

大
き

な
負

担
。

業
務

を
で

き
る

人
が

他
に

い
な

い
の

で
、

精
神

的
・

肉
体

的
に

大
き

な
負

担
を

感
じ

な
が

ら
勤

務
し

て
い

た
と

申
述

。
就

寝
中

に
、

不
安

、
焦

り
、

動
悸

に
襲

わ
れ

、
体

全
体

が
震

え
、

身
体

が
動

か
な

く
な

っ
て

し
ま

っ
た

こ
と

か
ら

、
医

療
機

関
を

受
診

。
会

社
の

認
識

で
は

、
課

長
と

い
う

職
責

に
照

ら
せ

ば
通

常
の

業
務

内
容

で
、

特
に

過
重

と
い

う
認

識
は

な
い

。
ま

た
、

当
人

に
の

み
負

荷
が

偏
っ

て
い

た
と

い
う

認
識

も
な

い
。

20
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
13

5
②

12
9

③
17

0

④
15

3
⑤

76
⑥

11
4

ホ
テ

ル
の

製
菓

部
門

責
任

者
と

し
て

採
用

さ
れ

た
が

、
上

司
の

指
示

が
あ

い
ま

い
で

、
行

事
日

程
を

一
方

的
に

決
め

ら
れ

た
上

に
責

任
を

押
し

付
け

ら
れ

た
こ

と
で

、
長

時
間

労
働

に
な

り
、

休
暇

を
取

れ
な

か
っ

た
と

い
う

。
棚

卸
作

業
に

つ
い

て
の

、
上

司
か

ら
の

教
示

・
サ

ポ
ー

ト
が

不
足

し
て

い
た

こ
と

も
負

荷
だ

っ
た

と
述

べ
る

。
職

場
の

上
司

は
、

職
歴

か
ら

見
て

当
人

が
そ

の
業

務
を

で
き

る
も

の
と

判
断

し
て

採
用

し
て

お
り

、
ま

た
、

適
宜

サ
ポ

ー
ト

も
な

さ
れ

て
い

た
と

い
う

。
頭

痛
、

不
眠

、
吐

き
気

、
不

安
感

が
強

く
な

っ
た

末
、

自
殺

未
遂

を
図

り
、

警
察

に
保

護
さ

れ
た

こ
と

を
き

っ
か

け
に

精
神

科
を

受
診

。

21
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

1～
3年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

①
19

9
②

-
③

-

④
-

⑤
-

⑥
-

飲
食

業
の

調
理

。
転

職
直

後
。

拘
束

時
間

が
長

く
、

食
事

や
睡

眠
を

ほ
と

ん
ど

取
れ

な
い

状
況

で
、

う
つ

病
の

症
状

が
悪

化
し

た
と

述
べ

る
。

同
月

に
退

職
。

6時
か

ら
23

時
頃

ま
で

、
ほ

ぼ
休

み
な

く
業

務
が

あ
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

前
職

在
籍

時
に

う
つ

病
の

診
断

を
受

け
て

、
そ

の
後

退
職

し
て

い
る

。
前

職
退

職
時

は
症

状
改

善
も

、
転

職
後

、
集

中
力

や
意

欲
の

低
下

、
睡

眠
障

害
が

顕
著

に
な

っ
た

。

22
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

1～
3年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(弱

)、
「

１
か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
(ひ

ど
い

)嫌
が

ら
せ

、
い

じ
め

、
又

は
暴

行
を

受
け

た
」

( 弱
)

①
15

6
②

16
1

③
11

0

④
15

6
⑤

18
3

⑥
16

2

旅
館

の
副

料
理

長
。

料
理

長
の

嫌
が

ら
せ

と
長

時
間

労
働

が
発

病
要

因
と

認
識

。
料

理
長

か
ら

叱
責

を
受

け
る

よ
う

に
な

っ
て

以
降

、
そ

れ
が

頭
に

残
り

ミ
ス

を
繰

り
返

す
よ

う
に

な
り

、
同

僚
の

目
も

冷
た

く
な

る
中

、
自

信
を

失
っ

て
仕

事
が

手
に

つ
か

な
く

な
り

、
あ

る
日

職
場

か
ら

自
宅

に
逃

げ
帰

っ
た

と
述

べ
る

。
自

ら
医

療
機

関
を

受
診

し
、

う
つ

病
と

診
断

さ
れ

る
。

な
お

、
出

勤
日

は
朝

7時
前

か
ら

夜
20

時
ま

で
の

長
い

拘
束

時
間

で
、

休
日

は
週

1日
の

み
の

状
態

が
続

い
て

い
た

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。

23
 女

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
不

詳
1～

3年
目

F4
3.

2 
適

応
障

害

「
悲

惨
な

事
故

や
災

害
の

体
験

、
目

撃
を

し
た

」
(弱

)、
「

１
か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
」

(弱
)

①
12

8
②

13
4

③
12

4

④
-

⑤
-

⑥
-

旅
館

業
の

接
客

業
務

。
事

業
主

か
ら

激
し

く
怒

鳴
ら

れ
る

事
件

が
あ

っ
た

こ
と

が
発

病
の

き
っ

か
け

と
い

う
。

叱
責

の
際

に
肘

で
つ

つ
か

れ
た

り
、

袖
を

引
っ

張
ら

れ
た

り
し

た
な

ど
の

セ
ク

ハ
ラ

・
パ

ワ
ハ

ラ
行

為
が

あ
っ

た
こ

と
と

、
長

時
間

労
働

を
発

病
要

因
と

訴
え

る
。

一
日

の
拘

束
時

間
は

朝
6時

か
ら

20
時

ま
で

と
長

く
、

加
え

て
、

勤
務

先
の

事
情

で
休

み
が

不
規

則
で

あ
っ

た
と

推
察

さ
れ

、
連

続
勤

務
が

多
い

状
況

が
認

め
ら

れ
る

。
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
職

場
で

は
事

実
関

係
を

裏
付

け
る

証
言

は
得

ら
れ

て
い

な
い

が
、

事
業

主
の

激
し

い
性

格
は

認
め

ら
れ

る
。

時
間
外
労
働

時
間
数

 

  事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

24
 男

性
製

造
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

1社
の

み
20

年
以

上
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

配
置

転
換

が
あ

っ
た

」
(中

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(中

)

①
61

②
86

③
10

2

④
50

⑤
75

⑥
93

製
造

業
の

品
質

審
査

。
配

置
転

換
後

に
、

上
司

よ
り

厳
し

い
指

導
を

受
け

、
い

て
も

い
な

く
て

も
同

じ
、

な
ど

の
感

情
的

な
叱

責
を

受
け

た
こ

と
を

負
荷

と
す

る
。

業
務

説
明

を
す

る
も

拒
絶

さ
れ

、
資

料
を

承
認

し
な

い
な

ど
の

出
来

事
が

あ
っ

て
発

病
し

た
と

申
述

。
そ

れ
ま

で
経

験
が

な
い

業
務

へ
の

配
置

転
換

が
認

め
ら

れ
、

労
働

時
間

が
増

加
す

る
と

と
も

に
、

上
司

か
ら

業
務

指
導

の
範

囲
内

で
の

強
い

指
導

・
叱

責
を

受
け

て
い

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

な
お

、
配

置
転

換
後

の
業

務
は

、
当

人
に

と
っ

て
は

、
困

難
な

業
務

で
あ

っ
た

も
の

の
、

支
援

体
制

が
あ

る
程

度
あ

り
、

主
要

な
負

荷
と

は
認

識
さ

れ
て

い
な

い
。

集
中

力
低

下
、

焦
燥

感
等

の
症

状
が

出
て

、
会

社
の

医
療

機
関

を
受

診
。

数
か

月
間

休
職

し
、

復
職

し
た

。

25
 女

性
情

報
通

信
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

1～
3年

目
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

配
置

転
換

が
あ

っ
た

」
(中

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
71

②
44

③
10

6

④
23

⑤
7

⑥
0

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

開
発

の
営

業
。

上
司

か
ら

の
理

不
尽

な
業

務
負

荷
・

業
務

指
導

が
あ

っ
た

こ
と

が
発

病
要

因
と

述
べ

る
。

不
眠

、
下

痢
が

数
か

月
続

き
、

耳
鳴

り
、

腰
痛

等
の

症
状

も
出

た
た

め
内

科
を

受
診

し
た

と
こ

ろ
、

メ
ン

タ
ル

ク
リ

ニ
ッ

ク
を

勧
め

ら
れ

受
診

。
休

職
に

。
な

お
、

職
場

の
聴

取
か

ら
は

、
上

司
の

指
導

は
業

務
の

範
囲

内
の

も
の

と
認

め
ら

れ
て

い
る

。
営

業
部

へ
の

配
置

転
換

に
よ

っ
て

、
ス

キ
ル

不
足

で
作

業
が

遅
延

し
た

こ
と

や
、

予
算

算
定

業
務

に
お

い
て

業
務

量
増

加
が

認
め

ら
れ

る
。

そ
う

し
た

中
、

上
司

と
の

業
務

の
や

り
と

り
で

困
難

を
抱

え
た

状
況

が
、

事
案

経
過

か
ら

認
め

ら
れ

る
。

26
 男

性

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3社

以
上

4～
9年

目
F4

3.
2 

適
応

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(中

)

①
10

6
②

34
③

56

④
37

⑤
40

⑥
52

清
掃

・
管

理
業

務
。

上
司

に
よ

る
暴

言
・

叱
責

と
繁

忙
期

の
過

重
業

務
で

発
病

し
た

と
申

述
。

同
僚

の
退

職
に

よ
っ

て
業

務
量

が
増

え
た

こ
と

も
負

荷
と

し
て

挙
げ

る
。

嘔
吐

、
頭

痛
な

ど
が

あ
り

、
友

人
か

ら
メ

ン
タ

ル
ク

リ
ニ

ッ
ク

を
勧

め
ら

れ
受

診
。

そ
の

後
休

職
が

続
く

。
上

司
は

暴
言

・
叱

責
に

つ
い

て
否

定
も

、
同

僚
は

、
当

人
と

上
司

と
の

間
に

対
立

が
あ

っ
た

こ
と

、
上

司
の

厳
し

い
対

応
が

あ
っ

た
こ

と
を

認
め

る
。

当
人

に
限

ら
ず

、
上

司
・

部
下

間
で

物
言

い
や

言
葉

遣
い

な
ど

の
人

間
関

係
ト

ラ
ブ

ル
が

職
場

で
日

常
的

に
あ

っ
た

こ
と

が
認

め
ら

れ
る

。

27
 男

性

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

2社
4～

9年
目

F4
1 

そ
の

他
の

不
安

障
害

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)、
「

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
」

(中
)、

「
同

僚
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
」

(中
)

①
13

9
②

12
5

③
44

④
11

2
⑤

67
⑥

46

専
門

サ
ー

ビ
ス

系
の

事
務

所
の

室
長

。
熱

中
症

事
故

対
応

、
防

止
対

策
な

ど
で

業
務

量
が

増
加

し
、

時
間

外
労

働
増

加
、

連
続

勤
務

と
な

る
。

そ
う

し
た

中
、

何
一

つ
で

き
て

い
な

い
と

上
司

か
ら

怒
鳴

ら
れ

た
直

後
に

、
心

が
折

れ
た

感
じ

に
な

り
、

胸
が

苦
し

く
な

り
、

息
が

で
き

な
い

感
じ

に
な

っ
た

と
申

述
。

そ
の

日
に

産
業

医
を

受
診

し
、

し
ば

ら
く

会
社

を
休

ん
だ

。
そ

れ
ま

で
も

上
司

か
ら

た
び

た
び

叱
責

を
受

け
て

い
た

と
い

う
。

業
務

量
増

加
で

は
な

く
、

上
司

叱
責

が
発

病
の

主
要

因
と

本
人

は
認

識
。

職
場

聴
取

の
結

果
、

叱
責

自
体

は
い

ず
れ

も
業

務
指

導
の

範
囲

内
と

さ
れ

る
。

28
 男

性
卸

売
業

・
小

売
業

販
売

従
事

者
1社

の
み

20
年

以
上

F3
4 

持
続

性
気

分
（

感
情

）
障

害

「
配

置
転

換
が

あ
っ

た
」

(強
)、

「
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
っ

た
」

(強
)

①
96

②
92

③
94

④
69

⑤
70

⑥
84

家
具

販
売

。
所

属
し

て
い

た
店

舗
閉

鎖
に

伴
い

、
配

置
転

換
に

な
っ

た
。

異
動

後
、

上
司

か
ら

、
あ

な
た

を
受

け
入

れ
る

部
署

は
な

い
、

責
任

を
持

っ
て

仕
事

を
し

ろ
、

な
ど

の
暴

言
・

叱
責

が
あ

っ
た

こ
と

が
負

荷
に

な
っ

た
と

申
述

。
上

司
は

、
本

人
に

も
っ

と
し

っ
か

り
し

て
ほ

し
い

、
自

覚
を

持
っ

て
ほ

し
い

と
い

う
思

い
か

ら
の

発
言

だ
っ

た
と

い
う

（
※

「
配

置
転

換
」

「
上

司
と

の
ト

ラ
ブ

ル
」

は
、

恒
常

的
長

時
間

労
働

を
考

慮
し

て
の

「
強

」
評

価
で

、
出

来
事

自
体

の
評

価
と

し
て

は
「

中
」

）
。

不
眠

、
食

欲
不

振
な

ど
か

ら
出

社
拒

否
の

状
態

に
な

り
、

友
人

に
勧

め
ら

れ
て

受
診

。

時
間
外
労
働

時
間
数

179



 

 事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

29
 男

性
運

輸
業

，
郵

便
業

輸
送

・
機

械
運

転
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F4
3.

2 
適

応
障

害

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(強

)
①

53
②

11
③

12
9

④
13

2
⑤

12
1

⑥
14

3

ト
ラ

ッ
ク

運
転

手
。

運
送

業
務

に
お

い
て

荷
崩

れ
を

起
こ

し
、

顧
客

ク
レ

ー
ム

を
受

け
た

。
荷

崩
れ

自
体

は
、

当
人

の
荷

物
固

定
の

甘
さ

や
乱

暴
な

運
転

等
に

原
因

が
あ

っ
た

と
認

め
ら

れ
る

。
荷

崩
れ

事
故

に
対

し
て

、
上

司
か

ら
叱

責
を

受
け

、
し

ば
ら

く
運

送
業

務
か

ら
外

さ
れ

る
。

そ
の

後
退

職
に

。
当

人
の

申
述

で
は

、
職

場
の

上
司

・
同

僚
か

ら
の

嫌
が

ら
せ

が
発

病
要

因
と

す
る

。
自

分
が

悪
か

っ
た

と
思

う
が

、
追

い
打

ち
を

か
け

る
よ

う
に

上
司

か
ら

責
め

ら
れ

た
の

が
つ

ら
か

っ
た

と
述

べ
る

。
早

朝
か

ら
の

業
務

が
常

態
化

し
、

荷
崩

れ
事

故
の

前
後

に
も

長
時

間
労

働
が

認
め

ら
れ

る
（

※
「

ミ
ス

」
は

、
恒

常
的

長
時

間
労

働
を

考
慮

し
て

の
「

強
」

評
価

で
、

出
来

事
自

体
の

評
価

は
「

弱
」

と
判

断
さ

れ
て

い
る

）
。

胃
痛

、
不

眠
、

倦
怠

感
な

ど
の

症
状

を
抱

え
、

体
調

不
良

が
続

く
中

で
、

内
科

に
相

談
し

た
ら

精
神

科
を

紹
介

さ
れ

て
受

診
し

た
。

30
 男

性
運

輸
業

，
郵

便
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

4～
9年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(強

)、
「

１
か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(中

)、
「

部
下

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
( 弱

)

①
13

7
②

13
9

③
16

5

④
15

8
⑤

15
4

⑥
16

0

運
行

管
理

者
。

営
業

車
両

の
修

理
費

が
高

額
に

な
っ

た
こ

と
で

、
社

長
か

ら
追

及
さ

れ
、

こ
の

件
で

降
格

・
減

給
・

役
職

定
年

を
言

い
渡

さ
れ

る
（

※
な

お
、

認
定

事
実

で
は

、
こ

の
一

連
の

出
来

事
（

「
仕

事
上

の
ミ

ス
」

）
は

発
病

後
の

出
来

事
と

し
て

扱
わ

れ
て

い
る

）
。

申
述

で
は

、
休

み
な

く
毎

日
働

い
て

き
た

こ
と

、
部

下
と

の
ト

ラ
ブ

ル
の

積
み

重
ね

、
上

司
か

ら
の

叱
責

を
発

病
要

因
と

訴
え

る
。

在
籍

期
間

中
、

休
み

が
ほ

ぼ
1日

も
な

か
っ

た
。

ぼ
ろ

ぼ
ろ

に
な

り
な

が
ら

、
会

社
の

た
め

に
生

き
て

き
た

の
に

、
罵

倒
や

役
職

定
年

通
達

で
、

心
の

支
え

が
な

く
な

っ
た

と
述

べ
る

。
数

年
前

か
ら

不
眠

、
動

悸
、

食
欲

不
振

等
で

通
院

し
て

い
た

が
、

役
職

定
年

の
タ

イ
ミ

ン
グ

で
、

抑
う

つ
気

分
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
が

強
く

な
り

、
自

殺
企

図
な

ど
が

出
た

こ
と

か
ら

、
別

の
医

療
機

関
を

受
診

し
休

養
の

診
断

書
が

出
さ

れ
る

も
、

休
ま

ず
働

き
続

け
る

。
1か

月
後

に
治

療
と

休
養

を
主

訴
と

し
て

ま
た

別
の

医
療

機
関

を
受

診
す

る
こ

と
に

。

31
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

20
年

以
上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)
①

76
②

12
0

③
12

3

④
13

7
⑤

10
3

⑥
13

2

食
料

品
の

商
品

管
理

を
担

当
。

在
庫

管
理

の
ミ

ス
か

ら
、

賞
味

期
限

切
れ

の
商

品
を

出
荷

し
て

し
ま

っ
た

こ
と

に
よ

り
諭

旨
解

雇
。

出
来

事
前

の
長

時
間

労
働

が
考

慮
要

素
に

な
っ

て
い

る
。

ミ
ス

か
ら

、
諭

旨
退

職
を

迫
ら

れ
、

強
制

的
に

退
職

に
追

い
込

ま
れ

た
こ

と
と

、
上

司
か

ら
の

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

あ
っ

た
こ

と
が

発
病

要
因

と
申

述
。

職
場

聴
取

か
ら

は
、

当
人

は
ミ

ス
を

自
分

の
せ

い
で

は
な

い
と

言
い

続
け

、
上

司
が

強
く

叱
責

し
、

言
い

合
い

の
末

、
結

果
的

に
退

職
届

を
出

す
こ

と
に

な
っ

た
と

い
う

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。
同

僚
か

ら
は

、
当

人
は

も
と

も
と

ミ
ス

が
多

く
、

間
違

い
を

指
摘

さ
れ

て
も

他
人

事
の

よ
う

な
対

応
を

す
る

な
ど

資
質

に
問

題
が

あ
っ

た
と

も
述

べ
ら

れ
る

。

32
 男

性
教

育
，

学
習

支
援

業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

2社
10

～
19

年
目

F4
3以

下
の

下
位

分
類

不
明

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)、
「

(ひ
ど

い
)嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

」
(中

)

①
43

②
12

8
③

12
8

④
11

4
⑤

87
⑥

10
8

塾
講

師
。

会
議

の
機

密
資

料
を

持
ち

帰
っ

た
こ

と
で

、
社

内
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

で
執

拗
に

追
及

さ
れ

た
こ

と
、

何
時

間
に

も
わ

た
っ

て
繰

り
返

し
尋

問
さ

れ
た

こ
と

が
発

病
要

因
と

申
述

。
上

司
は

、
機

密
情

報
の

外
部

流
出

が
あ

っ
た

こ
と

に
対

し
て

、
当

人
の

書
類

持
ち

出
し

が
疑

わ
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
行

為
を

当
初

否
定

す
る

な
ど

説
明

が
一

貫
し

な
い

こ
と

か
ら

、
そ

の
理

由
な

ど
繰

り
返

し
事

情
聴

取
し

た
と

述
べ

る
。

当
人

は
書

類
の

持
ち

帰
り

が
重

大
な

こ
と

と
認

識
し

て
お

ら
ず

、
会

社
と

認
識

が
異

な
る

。
社

内
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

で
の

追
及

も
あ

っ
て

、
次

第
に

心
理

的
に

追
い

込
ま

れ
た

。
数

回
の

事
情

聴
取

を
受

け
た

の
ち

、
不

眠
、

動
悸

、
身

体
の

震
え

が
激

し
く

な
る

。
な

ん
と

か
な

ら
な

い
か

と
思

い
、

弁
護

士
事

務
所

を
訪

れ
た

と
こ

ろ
、

精
神

状
態

が
悪

い
こ

と
か

ら
精

神
科

を
受

診
す

る
よ

う
勧

め
ら

れ
た

と
い

う
。

33
 男

性
教

育
，

学
習

支
援

業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

2社
20

年
以

上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)
①

10
9

②
13

2
③

10
2

④
14

0
⑤

14
6

⑥
91

高
校

教
師

。
部

活
内

で
不

適
切

な
発

言
を

し
た

上
、

部
員

に
対

し
口

止
め

行
為

を
し

た
こ

と
を

上
司

か
ら

咎
め

ら
れ

、
事

情
聴

取
、

指
導

停
止

な
ど

を
言

い
渡

さ
れ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

当
人

に
お

い
て

は
、

執
拗

な
事

情
聴

取
、

退
職

強
要

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
発

病
要

因
と

認
識

し
て

い
る

。
複

数
回

の
事

情
聴

取
、

指
導

停
止

処
分

を
受

け
る

中
、

食
欲

不
振

、
気

分
不

安
定

、
不

眠
、

頭
痛

な
ど

の
症

状
が

現
れ

た
た

め
、

有
給

休
暇

を
と

っ
て

心
療

内
科

を
受

診
し

、
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
た

。
学

校
に

よ
る

事
情

聴
取

自
体

は
、

業
務

内
の

適
切

な
も

の
で

あ
っ

た
こ

と
が

認
め

ら
れ

て
い

る
。

時
間
外
労
働

時
間
数

180



 

 事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

29
 男

性
運

輸
業

，
郵

便
業

輸
送

・
機

械
運

転
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F4
3.

2 
適

応
障

害

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(強

)
①

53
②

11
③

12
9

④
13

2
⑤

12
1

⑥
14

3

ト
ラ

ッ
ク

運
転

手
。

運
送

業
務

に
お

い
て

荷
崩

れ
を

起
こ

し
、

顧
客

ク
レ

ー
ム

を
受

け
た

。
荷

崩
れ

自
体

は
、

当
人

の
荷

物
固

定
の

甘
さ

や
乱

暴
な

運
転

等
に

原
因

が
あ

っ
た

と
認

め
ら

れ
る

。
荷

崩
れ

事
故

に
対

し
て

、
上

司
か

ら
叱

責
を

受
け

、
し

ば
ら

く
運

送
業

務
か

ら
外

さ
れ

る
。

そ
の

後
退

職
に

。
当

人
の

申
述

で
は

、
職

場
の

上
司

・
同

僚
か

ら
の

嫌
が

ら
せ

が
発

病
要

因
と

す
る

。
自

分
が

悪
か

っ
た

と
思

う
が

、
追

い
打

ち
を

か
け

る
よ

う
に

上
司

か
ら

責
め

ら
れ

た
の

が
つ

ら
か

っ
た

と
述

べ
る

。
早

朝
か

ら
の

業
務

が
常

態
化

し
、

荷
崩

れ
事

故
の

前
後

に
も

長
時

間
労

働
が

認
め

ら
れ

る
（

※
「

ミ
ス

」
は

、
恒

常
的

長
時

間
労

働
を

考
慮

し
て

の
「

強
」

評
価

で
、

出
来

事
自

体
の

評
価

は
「

弱
」

と
判

断
さ

れ
て

い
る

）
。

胃
痛

、
不

眠
、

倦
怠

感
な

ど
の

症
状

を
抱

え
、

体
調

不
良

が
続

く
中

で
、

内
科

に
相

談
し

た
ら

精
神

科
を

紹
介

さ
れ

て
受

診
し

た
。

30
 男

性
運

輸
業

，
郵

便
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

4～
9年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(強

)、
「

１
か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
」

(強
)、

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(強

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(中

)、
「

部
下

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
( 弱

)

①
13

7
②

13
9

③
16

5

④
15

8
⑤

15
4

⑥
16

0

運
行

管
理

者
。

営
業

車
両

の
修

理
費

が
高

額
に

な
っ

た
こ

と
で

、
社

長
か

ら
追

及
さ

れ
、

こ
の

件
で

降
格

・
減

給
・

役
職

定
年

を
言

い
渡

さ
れ

る
（

※
な

お
、

認
定

事
実

で
は

、
こ

の
一

連
の

出
来

事
（

「
仕

事
上

の
ミ

ス
」

）
は

発
病

後
の

出
来

事
と

し
て

扱
わ

れ
て

い
る

）
。

申
述

で
は

、
休

み
な

く
毎

日
働

い
て

き
た

こ
と

、
部

下
と

の
ト

ラ
ブ

ル
の

積
み

重
ね

、
上

司
か

ら
の

叱
責

を
発

病
要

因
と

訴
え

る
。

在
籍

期
間

中
、

休
み

が
ほ

ぼ
1日

も
な

か
っ

た
。

ぼ
ろ

ぼ
ろ

に
な

り
な

が
ら

、
会

社
の

た
め

に
生

き
て

き
た

の
に

、
罵

倒
や

役
職

定
年

通
達

で
、

心
の

支
え

が
な

く
な

っ
た

と
述

べ
る

。
数

年
前

か
ら

不
眠

、
動

悸
、

食
欲

不
振

等
で

通
院

し
て

い
た

が
、

役
職

定
年

の
タ

イ
ミ

ン
グ

で
、

抑
う

つ
気

分
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
が

強
く

な
り

、
自

殺
企

図
な

ど
が

出
た

こ
と

か
ら

、
別

の
医

療
機

関
を

受
診

し
休

養
の

診
断

書
が

出
さ

れ
る

も
、

休
ま

ず
働

き
続

け
る

。
1か

月
後

に
治

療
と

休
養

を
主

訴
と

し
て

ま
た

別
の

医
療

機
関

を
受

診
す

る
こ

と
に

。

31
 男

性
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

事
務

従
事

者
3社

以
上

20
年

以
上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)
①

76
②

12
0

③
12

3

④
13

7
⑤

10
3

⑥
13

2

食
料

品
の

商
品

管
理

を
担

当
。

在
庫

管
理

の
ミ

ス
か

ら
、

賞
味

期
限

切
れ

の
商

品
を

出
荷

し
て

し
ま

っ
た

こ
と

に
よ

り
諭

旨
解

雇
。

出
来

事
前

の
長

時
間

労
働

が
考

慮
要

素
に

な
っ

て
い

る
。

ミ
ス

か
ら

、
諭

旨
退

職
を

迫
ら

れ
、

強
制

的
に

退
職

に
追

い
込

ま
れ

た
こ

と
と

、
上

司
か

ら
の

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
が

あ
っ

た
こ

と
が

発
病

要
因

と
申

述
。

職
場

聴
取

か
ら

は
、

当
人

は
ミ

ス
を

自
分

の
せ

い
で

は
な

い
と

言
い

続
け

、
上

司
が

強
く

叱
責

し
、

言
い

合
い

の
末

、
結

果
的

に
退

職
届

を
出

す
こ

と
に

な
っ

た
と

い
う

事
実

が
認

め
ら

れ
る

。
同

僚
か

ら
は

、
当

人
は

も
と

も
と

ミ
ス

が
多

く
、

間
違

い
を

指
摘

さ
れ

て
も

他
人

事
の

よ
う

な
対

応
を

す
る

な
ど

資
質

に
問

題
が

あ
っ

た
と

も
述

べ
ら

れ
る

。

32
 男

性
教

育
，

学
習

支
援

業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

2社
10

～
19

年
目

F4
3以

下
の

下
位

分
類

不
明

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)、
「

(ひ
ど

い
)嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
、

又
は

暴
行

を
受

け
た

」
(中

)

①
43

②
12

8
③

12
8

④
11

4
⑤

87
⑥

10
8

塾
講

師
。

会
議

の
機

密
資

料
を

持
ち

帰
っ

た
こ

と
で

、
社

内
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

で
執

拗
に

追
及

さ
れ

た
こ

と
、

何
時

間
に

も
わ

た
っ

て
繰

り
返

し
尋

問
さ

れ
た

こ
と

が
発

病
要

因
と

申
述

。
上

司
は

、
機

密
情

報
の

外
部

流
出

が
あ

っ
た

こ
と

に
対

し
て

、
当

人
の

書
類

持
ち

出
し

が
疑

わ
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
行

為
を

当
初

否
定

す
る

な
ど

説
明

が
一

貫
し

な
い

こ
と

か
ら

、
そ

の
理

由
な

ど
繰

り
返

し
事

情
聴

取
し

た
と

述
べ

る
。

当
人

は
書

類
の

持
ち

帰
り

が
重

大
な

こ
と

と
認

識
し

て
お

ら
ず

、
会

社
と

認
識

が
異

な
る

。
社

内
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

で
の

追
及

も
あ

っ
て

、
次

第
に

心
理

的
に

追
い

込
ま

れ
た

。
数

回
の

事
情

聴
取

を
受

け
た

の
ち

、
不

眠
、

動
悸

、
身

体
の

震
え

が
激

し
く

な
る

。
な

ん
と

か
な

ら
な

い
か

と
思

い
、

弁
護

士
事

務
所

を
訪

れ
た

と
こ

ろ
、

精
神

状
態

が
悪

い
こ

と
か

ら
精

神
科

を
受

診
す

る
よ

う
勧

め
ら

れ
た

と
い

う
。

33
 男

性
教

育
，

学
習

支
援

業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

2社
20

年
以

上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)
①

10
9

②
13

2
③

10
2

④
14

0
⑤

14
6

⑥
91

高
校

教
師

。
部

活
内

で
不

適
切

な
発

言
を

し
た

上
、

部
員

に
対

し
口

止
め

行
為

を
し

た
こ

と
を

上
司

か
ら

咎
め

ら
れ

、
事

情
聴

取
、

指
導

停
止

な
ど

を
言

い
渡

さ
れ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

当
人

に
お

い
て

は
、

執
拗

な
事

情
聴

取
、

退
職

強
要

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
発

病
要

因
と

認
識

し
て

い
る

。
複

数
回

の
事

情
聴

取
、

指
導

停
止

処
分

を
受

け
る

中
、

食
欲

不
振

、
気

分
不

安
定

、
不

眠
、

頭
痛

な
ど

の
症

状
が

現
れ

た
た

め
、

有
給

休
暇

を
と

っ
て

心
療

内
科

を
受

診
し

、
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
た

。
学

校
に

よ
る

事
情

聴
取

自
体

は
、

業
務

内
の

適
切

な
も

の
で

あ
っ

た
こ

と
が

認
め

ら
れ

て
い

る
。

時
間
外
労
働

時
間
数

 

  事
例

番
号

性
別

業
種

職
種

勤
め
先

経
験
数

勤
続

年
数

疾
患
名

出
来
事
（
認
定
事
実
）

事
案
の
概
要

34
 男

性
製

造
業

事
務

従
事

者
2社

4～
9年

目

F3
1 

双
極

性
感

情
障

害

「
極

度
の

長
時

間
労

働
」

(強
)、

「
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

」
(中

)、
「

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
19

2
②

52
③

80

④
88

⑤
83

⑥
-

販
売

事
業

の
取

締
役

兼
部

長
で

、
総

務
・

経
理

を
担

当
。

会
社

の
経

営
に

影
響

す
る

よ
う

な
在

庫
不

照
合

問
題

が
発

覚
し

、
問

題
解

決
の

た
め

責
任

者
と

し
て

最
善

を
尽

く
し

た
が

、
社

長
か

ら
、

で
き

な
い

奴
と

言
わ

れ
、

そ
の

言
葉

が
頭

か
ら

離
れ

な
く

な
っ

た
こ

と
が

発
病

要
因

と
述

べ
る

。
長

時
間

労
働

は
苦

に
な

ら
ず

、
責

任
者

と
し

て
や

り
遂

げ
る

と
い

う
使

命
感

で
出

勤
し

て
い

た
。

吐
き

気
、

頭
痛

な
ど

の
症

状
が

出
て

、
自

殺
未

遂
に

至
っ

た
た

め
、

家
族

の
勧

め
で

医
療

機
関

受
診

。
社

長
は

、
在

庫
不

照
合

の
事

態
は

問
題

と
認

識
す

る
が

、
会

社
経

営
に

直
結

す
る

重
大

問
題

と
ま

で
は

認
識

し
て

お
ら

ず
、

当
人

が
責

任
者

と
し

て
シ

ョ
ッ

ク
が

大
き

か
っ

た
の

で
は

な
い

か
と

述
べ

る
。

ま
た

、
人

格
否

定
の

発
言

も
し

て
い

な
い

と
い

う
。

35
 男

性
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
管

理
的

職
業

従
事

者
1社

の
み

20
年

以
上

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
会

社
で

起
き

た
事

故
、

事
件

に
つ

い
て

、
責

任
を

問
わ

れ
た

」
(中

)、
「

配
置

転
換

が
あ

っ
た

」
(弱

)

①
10

3
②

12
2

③
11

4

④
10

2
⑤

76
⑥

17
5

総
務

事
務

担
当

の
室

長
。

紛
失

事
件

で
監

督
責

任
を

問
わ

れ
、

停
職

の
懲

戒
処

分
を

受
け

た
。

そ
の

後
、

頭
痛

、
不

眠
の

症
状

が
現

れ
た

た
め

、
産

業
医

の
紹

介
で

神
経

内
科

を
受

診
す

る
も

異
常

が
発

見
さ

れ
ず

、
心

療
内

科
受

診
を

勧
め

ら
れ

る
。

長
期

間
会

社
に

勤
め

て
き

た
が

、
処

分
を

受
け

る
よ

う
な

こ
と

は
一

度
も

な
く

、
自

分
の

存
在

が
否

定
さ

れ
た

よ
う

な
情

け
な

い
気

持
ち

に
な

っ
た

と
い

う
。

ま
た

、
自

分
が

盗
ん

だ
わ

け
で

は
な

い
の

に
、

責
任

者
と

い
う

だ
け

で
重

い
処

分
を

受
け

た
こ

と
も

負
荷

に
な

っ
た

と
述

べ
る

。

36
 男

性
医

療
，

福
祉

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

不
詳

10
～

19
年

目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
１

か
月

に
80

時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

を
行

っ
た

」
(強

)
①

13
0

②
21

5
③

13
5

④
82

⑤
75

⑥
81

医
療

サ
ー

ビ
ス

業
の

臨
床

検
査

部
門

管
理

者
。

新
シ

ス
テ

ム
導

入
の

責
任

者
で

、
長

時
間

労
働

、
短

時
間

睡
眠

時
間

の
日

が
続

き
、

注
意

力
低

下
や

不
眠

な
ど

の
症

状
が

出
た

た
め

医
療

機
関

を
受

診
し

、
う

つ
病

と
診

断
さ

れ
た

と
い

う
。

加
え

て
、

業
務

を
め

ぐ
っ

て
上

司
や

部
下

と
対

立
し

、
上

司
か

ら
叱

責
を

受
け

た
こ

と
、

一
生

懸
命

働
い

て
も

上
司

が
変

わ
っ

て
人

事
評

価
で

低
い

評
価

に
な

っ
た

こ
と

、
配

置
転

換
を

希
望

す
る

も
適

切
な

対
応

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

こ
と

も
負

荷
だ

っ
た

と
述

べ
る

。

37
 男

性
医

療
，

福
祉

管
理

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
1～

3年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

(大
き

な
)変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

」
(強

)
①

51
②

61
③

10
1

④
37

⑤
38

⑥
59

法
務

関
係

事
務

の
管

理
職

。
急

な
降

格
で

、
異

議
を

申
し

立
て

た
ら

現
場

業
務

へ
の

配
置

転
換

命
令

を
受

け
る

な
ど

の
出

来
事

に
よ

っ
て

心
身

に
変

調
を

き
た

し
た

と
申

述
。

不
眠

、
吐

き
気

、
め

ま
い

、
発

熱
等

の
症

状
が

あ
っ

た
た

め
、

精
神

的
な

病
気

の
可

能
性

も
あ

る
と

思
い

、
メ

ン
タ

ル
ク

リ
ニ

ッ
ク

を
受

診
し

た
。

そ
の

後
休

職
と

な
り

、
復

職
の

め
ど

立
た

ず
。

本
人

は
様

々
な

仕
事

上
の

理
由

か
ら

長
時

間
労

働
し

て
い

た
が

、
同

僚
か

ら
見

る
と

、
業

務
量

が
多

い
と

は
必

ず
し

も
認

識
さ

れ
て

い
な

い
。

逆
に

、
要

領
が

悪
く

必
要

の
な

い
こ

と
に

時
間

を
か

け
て

し
ま

う
と

こ
ろ

が
あ

っ
た

、
や

ら
な

く
て

も
い

い
仕

事
を

自
分

で
作

っ
て

い
た

、
仕

事
が

早
い

ほ
う

で
は

な
か

っ
た

、
な

ど
の

認
識

も
み

ら
れ

る
。

会
社

は
、

当
人

の
人

事
評

価
は

良
く

な
い

も
の

の
、

配
置

転
換

は
降

格
人

事
で

は
な

い
と

い
う

認
識

。

38
 女

性
金

融
業

・
保

険
業

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

3社
以

上
4～

9年
目

F3
2 

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

「
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

」
(強

)
①

56
②

41
③

12
7

④
10

8
⑤

12
3

⑥
14

9

生
命

保
険

会
社

の
営

業
職

。
長

期
に

わ
た

っ
て

長
時

間
労

働
で

あ
っ

た
こ

と
、

上
司

が
業

務
に

非
協

力
的

だ
っ

た
こ

と
、

会
社

に
不

誠
実

な
対

応
を

さ
れ

た
こ

と
な

ど
で

、
心

身
と

も
に

不
調

に
陥

っ
た

と
述

べ
る

。
新

規
契

約
獲

得
の

た
め

の
営

業
、

契
約

獲
得

に
係

る
事

務
処

理
、

客
先

の
都

合
で

土
日

し
か

面
談

で
き

な
い

等
の

理
由

で
連

続
勤

務
に

な
っ

た
事

実
が

認
め

ら
れ

る
。

上
司

の
サ

ポ
ー

ト
不

足
で

目
標

達
成

で
き

な
か

っ
た

こ
と

、
会

社
に

要
望

を
聞

き
入

れ
て

も
ら

え
な

か
っ

た
こ

と
、

仲
の

良
か

っ
た

同
僚

が
退

職
し

た
こ

と
な

ど
で

心
が

折
れ

、
会

社
を

休
み

、
数

週
間

後
に

再
び

出
勤

し
た

。
そ

の
と

き
に

、
1週

間
以

上
病

気
休

暇
を

と
る

場
合

は
診

断
書

が
必

要
と

言
わ

れ
、

自
分

で
は

自
律

神
経

失
調

症
だ

と
思

い
、

受
診

し
た

。
不

眠
、

焦
燥

感
な

ど
の

症
状

。
休

日
が

ほ
ぼ

な
い

働
き

方
を

し
て

い
た

が
、

忙
し

く
て

休
め

な
か

っ
た

か
ら

だ
と

い
う

。
上

司
に

よ
る

と
、

当
人

は
忙

し
そ

う
に

し
て

い
た

が
休

日
出

勤
の

申
請

は
な

か
っ

た
と

い
う

。
ま

た
、

体
調

不
良

に
つ

い
て

の
認

識
も

な
か

っ
た

。

時
間
外
労
働

時
間
数

181



 

182




